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議 事 日 程

令和８年第１回浜中町議会定例会

令和８年３月６日午前１０時開議

日 程 議 案 番 号 議 件

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 議案第１８号
浜中町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定について

日程第 ３ 議案第１９号
浜中町立診療所診療委託医師及び嘱託医師処遇改善準備基

金条例の一部を改正する条例の制定について

日程第 ４ 議案第２０号 釧路公立大学事務組合規約の変更に関する協議について

日程第 ５ 議案第２１号 浜中町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について

日程第 ６ 議案第２２号
公用車事故に伴う被害者に対する損害賠償に関する示談に

ついて

日程第 ７ 議案第２３号 公用車事故被害者損害賠償について

日程第 ８ 議案第２４号 令和８年度浜中町一般会計予算
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（開議 午前１０時００分）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

開 議 宣 告

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 前日に引き続き、会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 会議録署名議員の指名

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、前日同様であります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 議案第１８号 浜中町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第２、議案第１８号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案第１８号浜中町特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。

このたび、令和６年６月に子ども・子育て支援法が改正されたことに伴い、生後６か月

から満３歳未満で保育所等に通っていない子どもを対象に、保護者の就労条件を問わず、

時間単位で利用できる新たな通園制度となるこども誰でも通園制度に対応した給付制度、

乳児等のための支援給付が創設されます。

この制度の対象となる事業者は、市町村条例により定めた基準に従い、乳児等通園支援

を提供しなければならないことから、国の基準に従い、新たな条例を制定するものであり

ます。

なお、この条例は令和８年４月１日から施行するとしております。

以上、提案の理由をご説明しましたが、詳細につきましては保育所長より説明させます

ので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。（降壇）

○議長（落合俊雄君） 保育所長。

○保育所長（中山和生君） それでは、議案の２１１ページをお開きください。

議案第１８号浜中町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

ついて補足をご説明いたします。

条例第１条趣旨では、子ども・子育て支援法に基づき、乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を定めることを、第２条一般原則では基準の対象となる事項について４項にわた
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り定め、第３条及び第２項では利用定員に関する基準を定め、第４条面談では３項にわた

り面談に関する基準を定めております。第５条正当な理由のない提供拒否の禁止では保護

者から利用の申込みを受けたときに正当な理由がなければ拒むことを禁じ、第６条あっせ

ん及び要請に対する協力では特定乳児等通園支援事業者は市町村が行うあっせん及び要請

に対し協力するよう義務づけています。

第７条乳幼児支援支給認定証に記載された事項の確認では特定乳児等通園支援事業者が

利用申込みを受けた後の確認事項について、第８条乳児等支援給付認定の申請に関する援

助では、利用申込みに対し、速やかに給付認定の申請が行われるよう必要な援助をするこ

とを、第９条心身の状況等の把握では利用児童及び保護者の心身の状況の把握をする事項

について定め、第１０条特定教育・保育施設との連携では、円滑な連携ができるよう、情

報提供を含め、密接な連携に努めることを義務づけ、第１１条特定乳児等通園支援の提供

の記録では記録しておく事項について定めております。

第１２条支払では５項にわたり支払いに関する基準を定め、第１３条乳児等支援給付費

の額に係る通知等では、特定乳児等通園支援事業者は、法定代理事業により、乳児等支援

給付費の支給を受けた場合、第２項では法定代理受領を行わなかった場合の取扱いについ

てそれぞれ定めております。

第１４条特定乳児等通園支援の取扱方針では、保育所保育指針に基づき、児童や保護者

の心身の状況等に応じて適切な提供を行うことを義務づけ、第１５条及び第２項特定乳児

等通園支援に関する評価等では提供する特定乳児等通園支援の質の評価、改善の基準につ

いて定めています。

第１６条相談及び援助では、保護者からの相談に対する助言、その他の援助を義務づけ、

第１７条緊急時等の対応では必要時に保護者または医療機関への連絡を行う等の措置を講

じることとしています。

第１８条乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知では、保護者が不正に乳児

等支援給付費の支給を受け、または、受けようとしたときは至急市町村に通知することを

義務づけております。

第１９条運営規程では、事業の運営に係る事業目的や運営方針、支援の内容、職員の職

種や数、費用の種類及び額、利用定員、緊急時、災害時の対応などについて、１１事項に

わたる重要事項に関する規定を定めておくことを義務づけ、第２０条勤務体制の確保等で

は事業所ごとに勤務体制を定めることを、第２項では例外を示し、第３項では職員の研修

機会を確保するよう定めております。

第２１条利用定員の遵守では利用定員を超えての支援の提供を禁じ、第２２条掲示等で

は、掲示に必要な事項について、公衆の閲覧に供することを定めております。

第２３条乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則では利用児童を平等に取り扱

うように差別的取扱いを禁じ、第２４条虐待等の禁止では暴行、わいせつ、ネグレクトを

はじめとする虐待行為及び利用児童の心身に有害な影響を与える行為を禁じています。
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第２５条秘密保持等では、秘密を漏らさないことに関する事項に対し、３項にわたり定

め、第２６条情報の提供等では、認定保護者が特定乳児等通園支援事業者を選択できるよ

う、支援の内容に関する情報提供を行うことに努めること、第２項では、その広告をする

場合、虚偽または誇大なものとしないよう定めております。

第２７条及び第２項利益供与等の禁止では、紹介などによる利益の供与、収受に対し、

それぞれ禁じております。

第２８条苦情解決では保護者や家族からの苦情に関する取扱いについて５項にわたり定

め、第２９条地域との連携等では、運営に当たり、地域住民との連携、協力、地域との交

流に努めるよう定めております。

第３０条事故発生の防止及び発生時の対応では、事故の発生、再発を防ぐために講じる

措置について３号にわたり定め、第２項では、事故発生時には利用児童の家族への連絡を

するとともに、必要な措置を講ずること、第３項では、その事故に対し、取った処置につ

いての記録を求め、第４項では損害賠償について定めております。

第３１条会計の区分では、特定乳児等通園支援事業者はほかの事業と会計を区分するこ

ととし、第３２条記録の整備等では諸記録を整備しておくことを、第２項では５号にわた

り記録する事項及び保存年限を定めるものです。

第３３条電磁的記録等では、この条例の規定において書面で行うことが規定されるもの

について、電磁的記録により行うことができるとしており、第２項では電子メール等での

交付、提出ができることを、第３項ではその記録を文書で出力することが必須とし、第４

項では電子メール等で交付、提出をする場合に保護者の承諾を得なければならないことを、

第５項では保護者から申出があった場合はこの条例による書面等による同意の取得を電子

メール等で行ってはならないとし、第６項では第２項から第５項までの読替規定を定めて

おります。

附則で本条例は令和８年４月１日から施行としております。

以上、議案第１８号の補足説明といたします。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１８号の質疑を行います。

６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） 大変いい制度ができたなと個人的には思っております。

ただ、幾つか懸念材料がありますので、この場でただしておきたいと思います。

まず、ホームページでもチラシが公表されておりまして、お父さんやお母さんは既に目

にしているものと思います。霧多布保育所と茶内の常設保育所の２か所で開設するという

ことですが、昨日の補正の審議でもありましたように、現在も保育士が急な用で休んでし

まうなど、受け入れられる数が日によって異なる場合もあるかと思います。

まず、利用の申込みについて、何日前までに申請してくださいという規定はどこに記さ

れているのか、その周知はどのようにやっていくのか、お伺いします。

仮に、来月の１０日ぐらいに利用したいなということで、前の月の月末に申し込んだと
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します。同時に、当町では一時預かり保育も実施しております。当然、今後もこれは継続

していくものだと思います。一時預かりについても事前に申込みが必要ですけれども、多

分、もっと期間が短く、例えば、２日前、３日前ぐらいでもいいですよという規定になっ

ているのかなと思います。

そのことも含め、仮にこども誰でも通園制度で事前に予約が入っている中、緊急に一時

預かり保育をお願いしたいという事案が発生した場合、保育士の人数が足りなくなること

も考えられると思うのですけれども、その場合はどちらを優先するのでしょうか。

どちらかを優先すると決めるのであれば、それを事前に保護者にしっかり説明しておか

ないとトラブルの原因になるだろうと思いますが、その周知や説明の機会はどのように考

えておられるのでしょうか。

また、一時預かり保育は、例えば、法事や何かが入った場合を除き、原則はお父さん、

お母さんのリフレッシュでも利用できるものとなっています。しかし、僕の耳に入ってい

るのは、時には高圧的な態度でどうしてなのと根掘り葉掘り聞かれたという事例もござい

ました。

せっかく保護者のためにつくる制度ですので、喜んでもらってこそ価値があるものだと

思うのです。どことは言いませんが、保育所によってはそういう対応があったということ

で、さきに申したような両方をやる上での弊害は考慮されているのかどうか、答弁をいた

だきたいと思います。

○議長（落合俊雄君） 保育所長。

○保育所長（中山和生君） 質問にお答えいたします。

このたび、ホームページにチラシを載せておりますけれども、利用の流れというものが

あります。

こども誰でも通園制度を利用するに当たっては、まず、利用認定の申請を行います。申

請書を霧多布保育所または茶内保育所に提出していただき、その後、利用認定証が町から

発送されるのですが、それが届いた後に事前面談を行います。例えば、アレルギーの関係

やご飯はどういうものが食べられるのかなど、細かいお子さんの状況をいろいろと聞かせ

ていただきます。その後に利用申込みがあって初めて利用となりまして、利用希望日を予

約して利用開始となります。

なお、事前面談等につきましては一時預かり制度でも同じように行っており、その後、

利用日の希望を聞いております。

申込みの何日前にということですが、初めて利用するまでに最短で２週間ぐらいはかか

るのかなと思っており、２日前、３日前はなかなか難しいのかなと思っております。

次に、保育士の人数のことについてです。

こども誰でも通園制度は、クラスの定員の中で受け入れることを考えております。例え

ば、０歳児が１人しか入っていない場合、１人の保育士で３人まで見られますので、２人

を預かることができまして、その枠の中で受け入れることを考えております。
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次に、預かる理由についてです。

一時預かりの利用申請の中ではリフレッシュを理由に預かることがほとんどです。高圧

的な態度でという話もあったのですけれども、なるべくそうしないように指導しておりま

す。こども誰でも通園制度につきましても、保護者の就労状況や理由に関係なく預けるこ

とができますので、そこは徹底してまいりたいと思っております。

こども誰でも通園制度は空き定員の中で預かることになっておりまして、どちらも予約

制ですが、どちらが優先ということはありませんので、予約に基づいてお預かりしようと

考えているところです。

ただ、一時預かりにつきましては、緊急時の場合もお預かりできますので、そのときは

しっかりと受入れをしたいと思っております。

○議長（落合俊雄君） ６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） この制度は、たしか月に１０時間まで利用できるとなっているの

ですけれども、１か月に１０時間ですと、例えば、月初め、中頃、下旬の３回ぐらい利用

したいなと考えているご家庭があった場合、その都度、面談が必要になるという捉え方で

いいのでしょうか。一回面談されたら、あとは日程調整だけでいいのかなと考えるのです

けれども、そうではなく、都度必要になるのかということです。

また、クラスの空き人数によって受け入れられる人数が決まるというお話でした。そう

なりますと、例えば、２歳のお子さんを通園させたいなと思った場合、茶内で何人、霧多

布で何人を受け入れられるかはいつ示されるのですか。

要するに、月の空き状態によって様々なのであれば、利用したいと思う方にとっては全

く見通しの立たないものになるのかなと思うのです。せめて、今月は何歳児を何人受け入

れられますという何かがなければ、申し込んだけれども、満員で駄目です、次も申し込ん

だけれども、駄目ですとなってしまい、とても喜ばれるものにはならないだろうし、かえ

って不満が噴出するようになろうかと思うのですけれども、その対応はどう考えておられ

るのでしょうか。

○議長（落合俊雄君） 保育所長。

○保育所長（中山和生君） まず、面談についてです。

面談は、利用される一番最初に行う１回のみです。一時預かりでも面談をやっているの

ですけれども、最初に子どもやご家庭の状況をお伺いさせていただきまして、その後は利

用したい日にちを決めて利用していただきます。その後、また日にちを決めていただいて

利用していただくという繰り返しです。

次に、人員配置と定員の関係についてです。

今、こども誰でも通園制度の受入れをしっかりとできるような人員配置を考えておりま

す。それぞれのクラスにきちんと余裕ができるように人員配置を行ってまいりますので、

受入れができないということはないのかなと思っています。

一時預かり制度とこども誰でも通園制度は、かなり似ております。面談時や利用の申込
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みのときにどちらのほうが向いているのかなども伺い、この場合は一時預かりのほうがい

いのではないか、この場合はこども誰でも通園制度で預かりましょうかなど、いろいろと

調整しながらうまく使っていただこうと考えております。

一時預かり保育は専任の保育士がつきますが、こども誰でも通園制度だと各クラスの保

育士がクラスの中で受入れをすることになります。ですから、子どもの状況に応じて、専

任がついたほうがいい場合はこども誰でも通園制度ではなく一時預かり保育を勧めること

を考えているところです。

○議長（落合俊雄君） ６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） 受入れ拒否ではないけれども、受入れができないという事態を招

かないよう、保育士を確保するというお話でした。

これは、ざっくり言ってしまえば、国が子育て支援に力を入れるようになって、いろい

ろな要望があった中でこういう制度をつくったのだと思うのですけれども、町村によって

は、当町みたいに受け入れられる施設が二つしかないというようなところもたくさんある

と思いますし、苦しい人員のやりくりが必要になってくるのかなと思います。それでも、

実施する以上、気持ちよく利用していただけるような環境整備は大事だと思うのです。

僕が今質問しているいろいろな疑問以外に、多分、当事者であるお父さん、お母さんに

はこういった場合はどうなのかという意見が多々あるはずです。この制度の内容、一時預

かり保育の内容をどう周知し、理解していただくのかがこの事業をスタートするに当たっ

てはとても大事なことだと思うのです。

周知の仕方、説明の仕方について考えがあるのか、やるのであればいつからになるのか、

お伺いします。

また、先ほど言ったように、保育士を極力配備して１日２人なり３人まで受け入れられ

る体制にしますが、保育士の体調等によっては２人を受け入れられるところが１人になっ

てしまう場合もありますよということまでしっかりと説明しておかないといけないと思い

ます。

せっかく始めた制度に対する保護者からの不平不満を僕は一番懸念していますし、そこ

がスタート前の大事なところではないのかなと思いますので、その考えを再度伺いたいと

思います。

○議長（落合俊雄君） 保育所長。

○保育所長（中山和生君） ご質問にお答えします。

今のところ、制度そのものの周知方法としましては、広報はまなかの４月号に掲載予定

です。また、ホームページにも上がっているチラシを３月末の自治会配付で全戸配付する

予定でおります。町ホームページには２月２０日付で既に掲載済みで、チラシを子育て支

援センターと各保育所に設置する予定でおります。そのほか、保健師の家庭訪問時や健診

時にも案内していただくとともに、ママのつどいの受付にも設置させていただこうかなと

考えているところです。
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受入れ人数の周知については、正直、今まで考えておりませんでした。その部分に関し

ては、これからしっかり検討させていただき、細やかな対応を取らせていただこうと考え

ております。きっとホームページになるのかなと思いますけれども、何らかの形で周知す

ることを考えます。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第１８号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１８号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 議案第１９号 浜中町立診療所診療委託医師及び嘱託医師処遇改善準備基

金条例の一部を改正する条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第３、議案第１９号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案第１９号浜中町立診療所診療委託医師及び嘱託医師

処遇改善準備基金条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上

げます。

このたびは、第２条の基金へ積み立てる額について改正しようとするものであります。

浜中町立診療所診療委託医師及び嘱託医師処遇改善準備基金につきましては、町立診療

所診療委託医師等に対する退職報償金の財源として、毎年度、積立てを行っておりますが、

当該医師に対し、将来にわたり報償金を支払えるだけの基金残高であることから、今後の

基金への積立てにつきましては、実情に応じ、予算の定めるところにより積立てが可能と

なるよう見直しを行うものであります。

なお、本条例の施行期日は令和８年４月１日としております。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。（降壇）
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○議長（落合俊雄君） これから議案第１９号の質疑を行います。

５番川村義春議員。

○５番（川村義春君） この基金条例については医師が退職したときに退職金に使われる

ものでありまして、今、残高としては大体２７００万円があり、余裕があるということで

す。

この基金に毎年幾らずつ積み立てると決まっていたものを町の財政状況を見ながら積む

ということでしょうけれども、そこまで切迫しているわけではないので、その理由を聞い

ておきたいなと思います。

○議長（落合俊雄君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（川村則彦君） ただいまの質問にお答えいたします。

議員がおっしゃるとおり、この基金の目的は、委託医師が退任される際、その功績に報

いるための報奨金の財源として設置されているものです。報奨金につきましては、直近で

は平成２９年度に上田歯科医師、３０年度には麻生医師に対して支払われた経過がござい

ます。

基金の残高については、議員がおっしゃるとおり、令和７年度末において１５５２万７

０００円になりまして、現在契約している茶内と浜中の歯科医師が仮に７５歳まで勤務さ

れたとしても十分に今ある残高で賄えます。また、条例制定当初から１５０万円だったの

ですが、この一つの理由として、当時、契約していた医師が３名おりまして、３名分の１

５０万円で積み立てた経過があったと思われます。

現在、そもそも契約している方が１名で、かつ、この１名については既に７５歳までの

担保があります。また、仮に基金が０円だった場合も、医師１名に対して毎年度５５万円

を積み立てれば、いつの時点で退任されても十分に賄える計算になります。そのため、こ

のたび、基金として積み立てる額は歳入歳出予算で定めるとして、柔軟に対応していきた

いということで条例を改正するものです。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第１９号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１９号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。
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したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第２０号 釧路公立大学事務組合規約の変更に関する協議について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第４、議案第２０号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案第２０号釧路公立大学事務組合規約の変更に関する

協議について、提案の理由をご説明申し上げます。

釧路公立大学事務組合は、釧路管内８市町村を構成団体とする一部事務組合であります

が、公立大学法人釧路公立大学による短期大学の設置に伴い、当該短期大学に係る経費の

支弁方法を定める釧路公立大学事務組合規約の変更が生じたものであります。

変更の内容につきましては、公立大学法人釧路公立大学が設置する短期大学に係る運営

経費を釧路市が負担するものとするために必要な事項を定めるものであります。

地方自治法第２８６条第２項では、これを組織する一部事務組合の規約を変更しようと

するときは関係地方公共団体の協議によりこれを定めるとされており、第２９０条では関

係地方公共団体の議会の議決を経なければならないとされていることから、議会の議決を

いただきたく、ご提案した次第であります。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。（降壇）

○議長（落合俊雄君） これから議案第２０号の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２０号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２０号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第２１号 浜中町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第５、議案第２１号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案第２１号浜中町過疎地域持続的発展市町村計画の策

定について、提案の理由をご説明申し上げます。

国の過疎対策につきましては、昭和４５年に過疎地域対策緊急措置法が１０年間の時限

立法として制定されて以来、これまで約５０年にわたり特別措置が講じられてまいりまし

た。

本町においては、平成９年４月から過疎地域の指定を受け、浜中町過疎地域活性化計画

や浜中町過疎地域自立促進市町村計画を策定し、地域活性化と自立促進に向け、対策を講

じてきたところであります。しかし、過疎地域においては、人口減少に歯止めがかからず、

農林水産業における担い手不足、住民の足となる生活交通の衰退、高齢化が進む集落の機

能低下や地域医療の危機など、その状況は厳しさを増しております。

こうした状況を背景に、過疎地域の持続的発展という理念の下、令和３年４月、過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。

この法律においても本町が過疎地域の指定を受けたことから、令和３年度に浜中町過疎

地域持続的発展市町村計画を策定し、今回におきましては令和８年度から令和１２年度ま

での５か年を計画期間とする新たな浜中町過疎地域持続的発展市町村計画を策定するもの

であります。

また、浜中町過疎地域持続的発展市町村計画は、同法第８条第１項の規定により、議会

の議決を経て策定することとされております。

今回の計画の概要を申し上げますと、北海道過疎地域持続的発展方針に基づき、第６期

浜中町まちづくり総合計画や浜中町創生総合戦略、その他計画との整合性を図りつつ、総

合計画に掲げる六つの基本目標を基本方針とし、法に定められた各分野における現況と問

題点、その対策や事業計画について記載をしております。この内容に基づき、個性豊かな

地域づくりを目指し、地域活性化や持続的発展推進施策を展開しようとするものでありま

す。

なお、計画につきましては、令和８年２月９日付地政第３０３４号をもって北海道知事

との協議も調っております。

以上、提案の理由をご説明しましたが、詳細につきましては企画財政課長より説明させ

ますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。（降壇）

○議長（落合俊雄君） 企画財政課長。

○企画財政課長（渡部幸平君） それでは、議案第２１号浜中町過疎地域持続的発展市町

村計画の策定について、計画の概要等の補足をご説明申し上げます。

別冊でお配りしている計画書の１ページをお開きください。
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本計画の冒頭では、１の基本的な事項として、（１）の浜中町の概況について、１ペー

ジではアの本町の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要、続く２ページでは、イ

の本町における過疎の状況、ウの本町の社会経済的発展の方向の概要を示しております。

詳細な説明につきましては省略させていただきます。

次に、２ページでは（２）の人口及び産業の推移と動向、３ページでは人口の推移と見

通しを表で示しております。

本町は、今後においても、特に年少人口の減少と老年人口割合の増加が予想されており

まして、町外転出等による社会的人口減少と出生率の低下等による自然的人口減少が重な

り、過疎化の進行が予想されると示しております。

４ページでは本町の行財政の状況について、５ページでは財政の状況と主要公共施設等

の整備状況を表で示しております。

詳細な説明は省略させていただきます。

６ページでは、（４）の地域の持続的発展の基本方針として、計画に示しております①

から⑥までの六つの点を基本とした施策を展開することとし、（５）の地域の持続的発展

のための基本目標では、浜中町人口ビジョンに基づいた人口目標を令和１２年国勢調査人

口４７８９人に年ベースでの人口、社会増減の目標を年間４０人以内の減にするとしてお

ります。

（６）の計画の達成の状況の評価に関する事項では、毎年度、基本目標の達成状況や施

策の効果を財政状況の数値と突合しながら評価、検証するものとし、（７）の計画期間に

おいては、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５か年としております。

続く７ページでは、（８）の公共施設等総合管理計画との整合について示しており、本

計画については、浜中町公共施設等総合管理計画との整合性が求められることから、四つ

の基本方針に基づき、公共施設を適切に管理するとともに、必要な事業を適切に実施する

こととしております。

８ページから５４ページまでは計画内容を大項目で分類しておりまして、移住・定住・

地域間交流の促進、人材育成、産業の振興、地域における情報化、交通施策の整備、交通

手段の確保、生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増

進、医療の確保、教育の振興、集落の整備、地域文化の振興等、再生可能エネルギーの利

用の促進、その他地域の持続的発展に関し必要な事項、以上１２項目の分野ごとに現況と

問題点、その対策、事業計画、公共施設等総合管理計画との整合性をそれぞれ示しており

ます。

詳細な説明につきましては省略をさせていただきます。

５５ページをお開きください。

５５ページから６７ページまでは、先ほどの１２項目の事業計画のうち、過疎地域自立

促進特別事業分の事業計画を記載しております。ここに記載されている事業は、過疎ソフ

ト事業として位置づけをされているものです。
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以上が本計画の概要でございます。

今後におきましても、本町の地域活性化と持続的発展に向けた施策を推進するとともに、

財源確保対策として過疎対策事業債を有効に活用するに当たり、本計画の策定につきまし

ては、議員の皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

以上、議案第２１号の補足説明といたします。

○議長（落合俊雄君） これから議案第２１号の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２１号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２１号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 議案第２２号 公用車事故に伴う被害者に対する損害賠償に関する示談に

ついて

日程第７ 議案第２３号 公用車事故被害者損害賠償について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第６、議案第２２号、及び、日程第７、議案第２３号を一括

議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案２２号及び議案第２３号につきましては関連があり

ますので、一括して提案の理由をご説明申し上げます。

初めに、議案第２２号公用車事故に伴う被害者に対する損害賠償に関する示談について、

提案の理由をご説明申し上げます。

本事故につきましては、令和７年１０月１６日午後２時３０分頃、浜中町役場駐車場敷

地内で発生した車両物損事故で、相手車両は浜中町霧多布東１条２丁目３５番地の東海林

圭太さん所有の車両であります。

事故の概要は、駐車場敷地内にて車両を停車中、シフトレバーがドライブのままであっ
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たことから、前方に車両が動き出し、停車していた相手方車両に衝突したもので、損害額

は１２１万３０９９円であります。

このことから、町が加入しております保険会社の査定により、過失割合を町の過失１０

０％、相手車両損害等の全額を町が負担することで令和８年１月９日に示談を交わしてお

ります。

このことから、地方自治法第９６条第１項第１２号により議決をいただくものでありま

す。

次に、議案第２３号公用車事故被害者損害賠償については、前議案でご説明申し上げま

した相手車両への損害賠償について、地方自治法第９６条第１項第１３号により議決をい

ただくものであります。

このたびの事故は誠に遺憾であり、今後、このような事故が起きないよう、安全運転の

徹底に万全を期してまいりますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げま

す。（降壇）

○議長（落合俊雄君） これから議案第２２号の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２３号の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２２号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２３号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２２号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。

これから議案第２３号を採決します。
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お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第２４号 令和８年度浜中町一般会計予算

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第８、議案第２４号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案第２４号令和８年度浜中町一般会計予算につきまし

て、提案の理由をご説明申し上げます。

令和８年度予算につきましては、第６期浜中町まちづくり総合計画を指針とし、町民の

皆様の声にしっかりと耳を傾ける共創のまちづくりの実現に向けて編成したところであり

ます。本町ならではの個性豊かで持続可能なまちづくりを目指し、施策を講じてまいりま

す。

予算の総額につきましては９３億４０７７万５０００円と定め、前年当初より４．８％、

４億６５８５万９０００円の減額となります。

予算の内容につきまして、主なものを申し上げますと、歳出２款総務費では、ふるさと

創生に要する経費で、ふれあい交流公園整備工事１億２６７２万円、地域公共交通に要す

る経費で、町営バス運行委託料５７０５万４０００円、３款民生費では、その他社会福祉

に要する経費で、浜中町社会福祉協議会補助４８７７万６０００円、浜中福祉会に要する

経費で、浜中福祉会補助５１９０万１０００円、４款衛生費では、狂犬病予防に要する経

費で、犬猫避妊去勢手術補助９５万円、じん芥処理に要する経費で、可燃ごみ焼却委託料

５１３６万７０００円、５款農林水産業費１項農業費では、新規就農者誘致・育成に要す

る経費で、新規就農者誘致事業補助３８３３万円、農業基盤整備に要する経費で、公社営

草地整備事業委託料５７３２万８０００円、浜中姉別地区道営農道整備事業負担金７８６

１万５０００円、２項林業費では、林道に要する経費で、林業専用道開設工事４１９９万

８０００円、３項水産業費では、育てる漁業に要する経費で、漁場生産力・水産多面的機

能強化対策支援事業負担金９８０万４０００円、漁港整備に要する経費で、漁港工事地元

負担金７９２６万７０００円、６款商工費では、商工振興に要する経費で、小規模事業継

続支援補助５５０万円、霧多布湿原に要する経費で、霧多布湿原センター管理運営負担金

３７１３万９０００円、７款土木費１項土木管理費では、建築行政に要する経費で、民間

賃貸住宅等建設促進助成金１２００万円、２項道路橋りょう費では、町道管理に要する経

費で、町道維持業務委託料６０００万円、町道補修工事７２００万円、狭霧橋長寿命化補
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修工事に伴う橋りょう補修工事３９８０万円、５項住宅費では、町営住宅整備に要する経

費で、散布団地Ｓ４４の建物解体工事１４５０万円、８款１項消防費では、釧路東部消防

組合に要する経費で、釧路東部消防組合浜中消防署負担金３億２４４９万９０００円、２

項災害対策費では、災害対策に要する経費で、新川西地区津波避難タワー及び仲の浜地区

津波避難タワーの避難施設整備工事１億２８１万１０００円、９款教育費２項小学校費で

は、小学校施設管理に要する経費で、霧多布中学校の霧多布小学校への移転に伴う小学校

改修工事１億７５５万８０００円、４項高等学校費では、教育振興に要する経費で、海外

交流派遣負担金２６０万４０００円、国内視察研修負担金２３２万２０００円、地域みら

い留学事業負担金１５４万９０００円、１０款公債費は１２億２４４７万５０００円、１

１款給与費は１３億８８９２万７０００円を計上しております。

なお、特別会計などへの繰出金につきましては、国保会計など、６会計で合計６億２３

９６万円となっております。

一方、歳入は、これら歳出に要する財源について、地方財政計画で示された伸び率等を

勘案し、地方交付税は前年当初より４５００万円増の３７億５００万円、町税は、現在、

所得申告を取りまとめ中でありますが、前年度最終見込みを基に全体で１２３０万４００

０円増の８億８３８７万７０００円で歳入総額の９．５％を占めております。

国・道支出金は２億９３１９万円減の９億８９６７万３０００円、使用料及び手数料は

６３万９０００円増の１億９８３９万２０００円、寄附金は、ふるさと納税など、全体で

１４億４１３万円、繰入金は、財政調整基金、ふるさと納税基金などからの繰入れを実施

し、１４８８万円増の１０億２４０３万３０００円、町債につきましては２億１７１０万

円減の６億１０２０万円となっております。

今年度の予算編成に当たっては、歳入総額の約４割を占める地方交付税はできる限りの

予算措置とさせていただき、不足する分につきましては、財政調整基金からの繰入金を計

上し、基本的には年度間予算として執行する所存であります。

全般的な財政状況としましては、老朽化する施設の維持管理費や建設事業に伴う公債費

が今後増加することが見込まれ、これらを要因として非常に厳しい財政運営が続くことか

ら、財源の見通しを見極めながら事業の執行と経常経費の削減に努めてまいります。

次に、第２表継続費につきましては、本年度着工予定のふれあい交流公園整備事業が年

度内に完了しないことから、当該事業に係る経費を令和８年度及び令和９年度の２か年に

よる継続費として予算を計上しようとするもの、第３表債務負担行為につきましては、北

海道市町村備荒資金組合の車両及び施設用備品譲渡代金の支払い契約に係るもの、期間は

令和９年度から令和１２年度までとし、限度額はそれぞれの購入価格に対する利率１．０％

の年賦金の合計額に相当する額から令和８年度の年金を控除した額で設定しようとするも

ののほか、各事業の限度額を設定するものであります。

第４表地方債につきましては、本年度、地方債を財源とする各事業の借入限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法について定めようとするものであります。
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以上、議案第２４号について提案の理由をご説明しましたが、詳細につきましては企画

財政課長より説明させますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

（降壇）

○議長（落合俊雄君） 企画財政課長。

○企画財政課長（渡部幸平君） それでは、予算書の１ページをお願いいたします。

初めに、議案番号を２４、提出日を４日と記入願います。

議案第２４号令和８年度浜中町一般会計予算について補足をご説明いたします。

第１条歳入歳出予算では歳入歳出予算の総額は９３億４０７７万５０００円と定めると

し、第２項では歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算

によるとし、第２条継続費は地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総

額及び年割額は第２表継続費によるとし、第３条債務負担行為は地方自治法第２１４条の

規定により債務を負担とすることができる事項、期間及び限度額は第３表債務負担行為に

よるとし、第４条地方債は地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は第４表地方債によると

し、第５条一時借入金は地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は１０億円と定めるとしております。

２ページから５ページまでの第１表歳入歳出予算につきましては説明を省略させていた

だきます。

６ページをお願いします。

第２表継続費については、事業が２か年に及ぶことから、２款総務費１項総務管理費の

ふれあい交流公園整備事業工事監理業務委託料は総額２６８万５０００円で、令和８年度

１４１万８０００円、令和９年度１２６万７０００円、ふれあい交流公園整備事業は総額

２億３９８０万円で、令和８年度１億２６７２万円、令和９年度１億１３０８万円として

おります。

第３表債務負担行為については、北海道市町村備荒資金組合の車両譲渡代金の支払契約、

公用車５台を購入するもので、期間は令和９年度から令和１２年度まで、限度額は、購入

価格１８１５万３０００円に対する利率１．０％の年賦金の合計額に相当する額から令和

８年度年賦金１８万２０００円を控除した額、北海道市町村備荒資金組合の施設用備品譲

渡代金の支払契約、給食センターのスチームコンベクションオーブンを購入するもので、

期間は令和９年度から令和１２年度まで、限度額は購入価格５００万５０００円に対する

利率１．０％の年賦金の合計額に相当する額から令和８年度年賦金５万１０００円を控除

した額であります。

第４表地方債については、起債の目的、過疎地域持続的発展特別事業から消防車整備事

業までの計１６件、限度額の総額は６億１０２０万円で、起債の方法、利率、償還の方法

は記載のとおりであり、詳細は歳入でご説明いたします。

８ページから９ページまでの歳入歳出予算事項別明細書につきましては説明を省略させ
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ていただき、説明の便宜上、歳出からの説明とさせていただきますが、初めに議案関係資

料の説明をさせていただきます。

議案関係資料の３ページをお願いします。

資料３の令和８年度当初予算対前年度比較表につきましては、歳入、１款町税から２２

款町債まで、令和８年度合計９３億４０７７万５０００円、前年度９８億６６３万４００

０円で、４．８％の減となっております。

４ページ、歳出１款議会費から１２款予備費まで、合計９３億４０７７万５０００円、

対前年度比４億６５８５万９０００円の減となっております。

５ページ、令和８年度当初予算節別集計比較表につきましては、歳出予算について、１

節報酬から２４節予備費までを集計したものであります。

次に、１０ページの資料７をお願いいたします。

令和８年度予算主な事業費調について説明いたします。

２款総務費、１のふるさと納税に要する経費１４億２３７万２０００円は、寄附金１４

億円で見積もり、返礼品は２億８９２３万４０００円、経費は３億９９９０万８０００円、

積立金は７億１３２３万円の見込みとなります。

２のＬＥＤ照明借上料２６５８万３０００円は、公共施設のＬＥＤ化に伴うもので、財

源はふるさと納税基金繰入金です。

３の建物解体工事１１９０万円は、旧湯沸母と子の家の解体工事を行うものです。

４の地域おこし協力隊業務委託料１０９５万６０００円は、フラワーコーディネーター

１名と縁結びサポーター１名の任用に係るものです。

５の地域おこし協力隊業務委託料１０９４万３０００円は、タウンプロモーション推進

員２名の任用に係るものです。

６のふれあい交流公園整備工事１億２６７２万円は、茶内ふれあい広場のリニューアル

工事で、財源は国庫補助金と過疎債です。

７の町営バス運行委託料５７０５万４０００円は、町内２事業者に、霧多布厚岸線など、

５路線の町営バス運行を委託するもので、財源はふるさと納税基金繰入金、バス使用料と

諸収入となります。

８の霧多布デジタルテレビ中継局更新工事３５２０万円は、テレビ電波送受信機の更新

で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

９の不良空家等除却補助８００万円は、８件を見込み、財源は国庫補助金となります。

１０のふれあい交流・保養センター管理運営負担金４２９０万円は、民間事業者への指

定管理に伴う運営負担金で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

３款民生費、１１の浜中町社会福祉協議会補助４８７７万６０００円は、運営事業補助

で、財源は地方消費税交付金（社会保障財源分）です。

１２の福祉職修学資金貸付金（介護福祉費）９６万円は、月額８万円の１２か月で１名

分を計上するものです。
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１３の地域活動支援センター運営事業委託料１５３２万円は、障がい者の活動支援など

の委託で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

１４の高齢者バス等利用料支給６２７万円は、７０歳以上の高齢者に対し、１名当たり

１万円のバス等利用券を支給するものです。

１５の浜中福祉会補助５１９０万１０００円は、主に特別養護老人ホーム運営費補助で、

財源は地方消費税交付金（社会保障財源分）とふるさと納税基金繰入金です。

１１ページの１６のデイサービス事業補助１７９９万５０００円は、浜中福祉会が実施

するデイサービス事業への補助で、財源は地方消費税交付金（社会保障財源分）です。

１７の居宅介護支援事業補助２７６万８０００円は、浜中福祉会が実施する事業へ補助

するもので、財源はふるさと納税基金繰入金です。

１８の子ども医療費扶助費２０２８万円は、１８歳以下への医療費助成で、財源は道補

助金と過疎債などです。

１９の保育所改修工事２７０万円は、霧多布保育所プレイルームにエアコンを設置する

ものです。

２０の福祉職修学資金貸付金（保育士）２８８万円は、月額８万円の１２か月で３名分

を計上するものです。

４款衛生費、２１の厚岸郡広域救急医療体制負担金１９９２万９０００円は、厚岸町へ

の広域救急医療体制確保に向けた負担金で、財源は過疎債です。

２２の検診等助成２９５万４０００円は、妊婦健康診査、妊産婦交通費助成、１か月児

健診助成、不妊治療費交通費助成で、財源は道補助金です。

２３の犬猫避妊去勢手術補助９５万円は、犬、猫の避妊去勢手術費用などに対する補助

で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

２４の野犬野良猫保護対策事業補助７４万６０００円は、町内で犬、猫の保護活動に取

り組む団体への補助で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

２５の可燃ごみ焼却委託料５１３６万７０００円は、根室市じん芥焼却場での可燃ごみ

処理に係る委託料です。

２６の根室市じん芥焼却場建設事業負担金１億１３５９万７０００円は、根室市が進め

るじん芥焼却場建設費の本町負担分で、財源は過疎債です。

５款農林水産業費、２７の中山間地域等直接支払交付金１億３５７６万６０００円は、

浜中別寒辺牛集落及び根室集落の２集落に交付するもので、財源は道負担金です。

２８の後継者就業交付金（農業）３００万円は、継続３名、新規２名を計上するもので、

財源はふるさと納税基金繰入金です。

２９の新規就農者誘致事業補助３８３３万円は、リース賃借料の２分の１を７件分、固

定資産税相当額を５件分計上するもので、財源は過疎債です。

３０の公社営草地整備事業委託料５７３２万８０００円は、町内一円の草地整備改良で、

町負担は１億３２００万円の１１％、財源は辺地債と過疎債で、その他は受益者負担です。
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３１の浜中姉別地区道営農道整備事業負担金７８６１万５０００円は、浜中姉別第２地

区道営農道整備で、町負担は事業費３億４９４０万円の２２．５％、財源は辺地債です。

１２ページ、３２の林業専用道開設工事４１９９万８０００円は、新規に林業専用道幌

戸北線を開設するもので、財源は国庫補助金です。

３３の林道補修工事４８８万４０００円は継続事業で、若山線及び奔幌戸線を実施する

もので、財源は道補助金です。

３４の誕生祝品製作委託料４６万２０００円は、木製の子ども用椅子・テーブル２０個

を製作するもので、財源は森林環境譲与税です。

３５の私有林整備事業補助２７３万円は、新たに創設する私有林整備に対する補助で、

計４．６７ヘクタールを想定、財源は森林環境譲与税及び森林環境譲与税基金繰入金です。

３６の有害鳥獣駆除委託料１９９８万１０００円は、エゾシカ駆除頭数を３２００頭と

するほか、湯沸地区のエゾシカ捕獲、野犬駆除を継続するもので、財源は道補助金です。

３７の狩猟免許等取得助成金７６万円は、２名分を見込み計上するものです。

３８の後継者就業交付金（漁業）６０万円は、継続１名を計上するもので、財源はふる

さと納税基金繰入金です。

３９の漁場生産力・水産多面的機能強化対策支援事業負担金９８０万４０００円は、藻

場保全などに対する負担金で、五つの組織分、事業費６５３６万円の負担割合１５％で計

上するもので、財源はふるさと納税基金繰入金です。

４０の産業振興奨励補助１１８６万５０００円は、以下の内訳の６事業で、財源は過疎

債とふるさと納税基金繰入金です。

４１の水産振興対策事業補助１３２０万円は、浜中漁協が実施するナマコ増殖事業に対

する補助で、財源は水産振興基金繰入金です。

１３ページ、４２の漁港工事地元負担金７９２６万７０００円は、散布・琵琶瀬漁港の

整備工事に対する町負担で、財源は過疎債です。

６款商工費、４３の浜中町商工会補助２０５１万９０００円は、運営費に対する補助で、

財源はふるさと納税基金繰入金です。

４４の地域経済活性化促進奨励補助３６５万２０００円は、２事業の見込みで、財源は

ふるさと納税基金繰入金です。

４５の産業振興奨励補助２３０万円は、商工会青年部の浜中・沖縄県与那原町少年少女

体験相互交流事業など、４事業に対する補助で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

４６の創業支援事業補助２００万円は、創業する事業者に対する補助で、１事業を見込

み計上、財源はふるさと納税基金繰入金です。

４７の小規模事業継続支援事業５５０万円は、町内の小規模事業者に対する補助で、見

込み計上、財源は過疎債です。

４８の浜中町・与那原町商工会青年部交流事業記念事業補助２００万円は、浜中町と沖

縄県与那原町の商工会青年部による姉妹提携３０年を記念して行う周年事業への補助とな
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ります。

４９の後継者就業交付金（商工業）６０万円は、１名分の見込み計上で、財源はふるさ

と納税基金繰入金です。

５０の地域おこし協力隊業務委託料１６１８万７０００円は、観光振興ＰＲ支援員３名

の任用に係るものです。

５１の霧多布湿原センター管理運営負担金３７１３万９０００円は、指定管理による運

営負担金で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

５２の観光施設改修工事１９９万９０００円は、琵琶瀬展望台の手すりを改修するもの

です。

５３のルパン三世地域活性化プロジェクト事業補助８００万円は、地域活性化プロジェ

クトへの運営事業補助で、財源は過疎債です。

７款土木費、５４の安心住まいる促進事業助成金４００万円は、町内での住宅の新築改

修に対する一部助成で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

５５の民間賃貸住宅等建設促進助成金１２００万円は、アパートや従業員宿舎を建設す

る費用の一部を助成する事業で、１棟の見込み計上、財源はふるさと納税基金繰入金です。

５６の町道維持業務委託料６０００万円は、町内全域の町道維持に係る業務委託です。

５７の町道除雪業務委託料４０００万円は、町内全域の除雪に係る業務委託で、財源は

受託事業収入です。

１４ページ、５８の町道補修工事７２００万円は、以下の内訳４事業で、霧多布２条通

局部改良工事から琵琶瀬川中１号道路局部改良工事までは公的債、茶内１号幹線道路改修

工事は国庫補助金と辺地債を活用します。

５９の橋りょう補修工事３９８０万円は、狭霧橋の補修工事で、財源は国庫補助金と辺

地債です。

６０の建物解体工事１４５０万円は、散布団地Ｓ４４の解体工事で、財源は国庫補助金

と公住債です。

８款消防費、６１の消防広報指令車購入９２１万６０００円は、浜中消防署の広報指令

車購入で、財源は過疎債です。

６２の庁舎改修工事１０８９万円は、Ｊアラートの送受信機更新工事で、財源は過疎債

です。

６３の避難施設整備工事１億２８１万１０００円は、新川西地区の津波避難タワー建築

主体工事令和８年度の継続費分と外構工事、仲の浜地区のタワー外構工事に係るもので、

財源は国庫補助金と道補助金、公共事業等債です。

９款教育費、６４の学校用バス運行委託料（小・中）６１８２万円は、児童生徒の通学

及び行事用のバス運行委託です。

６５の小学校改修工事１億７５５万８０００円は、霧多布中学校の移転に伴う霧多布小

学校改修工事で、財源は国庫補助金です。
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６６の海外交流派遣負担金２６０万４０００円は、オーストラリアへの生徒派遣事業負

担金で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

６７の国内視察研修負担金２３２万２０００円は、大阪府での国内産業施設、沖縄県で

の国内環境施設研修の実施負担金で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

６８の地域みらい留学事業負担金１５４万９０００円は、道外からの生徒募集を行うた

めの合同説明会の出展費用及び説明会への参加旅費です。

６９の生徒スキルアップ補助６０万３０００円は、霧多布高校の生徒の各種検定及び模

擬試験への補助で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

１５ページ、７０の学校用バス運行委託料（高校）２５９万９０００円は、通学及び冬

期部活動、下校などのバス運行を委託するもので、財源はふるさと納税基金繰入金です。

７１の少年少女国内派遣事業負担金２００万円は、小学５年生１２名と中学２年生４名

の参加分で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

７２の地域おこし協力隊業務委託料５４６万７０００円は、地域スポーツコーディネー

ター１名の任用に係るものです。

７３の施設用備品購入５８８万５０００円は、パークゴルフ場のスポーツトラクター購

入で、財源は国庫補助金です。

７４の賄材料費（給食センター）３９０６万円は、給食センター賄材料費で、財源は道

補助金とふるさと納税基金繰入金です。

次に、繰出金は、７５の国民健康保険特別会計繰出金など、全６会計分であります。

１６ページの企業会計につきましては説明を省略させていただきます。

１７ページ、資料８の令和８年度地方消費税交付金社会保障財源分に係る財源充当科目

予算一覧表につきましては当交付金の充当内訳を記載しております。

１８ページから２３ページまでの資料９の令和８年度ふるさと納税基金繰入金に係る財

源充当科目予算一覧表につきましてはふるさと納税基金を財源とする事業の内訳で、資料

２４ページから３６ページまでの資料１０の令和８年度負担金、補助及び交付金調につき

ましては記載のとおりとしまして、説明を省略させていただきます。

それでは、予算書の３８ページをお願いいたします。

歳出、１款１項１目議会費５２１２万３０００円は３５２万４０００円の減、議会議員

に要する経費４４９７万２０００円は４３１万５０００円の減、議会だよりに要する経費

１４４万７０００円は前年度同額です。

４１ページの議会事務局に要する経費５７０万４０００円は７９万１０００円の増、１

２節委託料、システム保守委託料２７万５０００円は皆増で３年に一度実施する議場シス

テム保守点検委託料となります。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費１６億２６６４万３０００円は１４４３万円

の減、行政関連審議会委員に要する経費２８万４０００円は９０００円の減、４３ページ

の庁舎管理に要する経費４２１３万１０００円は１８７万６０００円の減、１節報酬、会
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計年度任用職員報酬２４２万５０００円から３節職員手当等の会計年度任用職員勤勉手当

３８万９０００円までは皆増で施設管理人１名の任用によるものとなります。

１０節需用費、修繕料１００万円は６０万５０００円の減で見込み計上です。

その他一般行政に要する経費６３３９万３０００円は１５０万３０００円の増、４５ペ

ージの１０節需用費、修繕料２００万円は１００万円の増で街灯修繕料、４７ページの１

８節負担金、補助及び交付金、４９ページの街灯維持補助６５０万円は１５０万円の減で

実績見込み計上です。

電算システムに要する経費１億１３０７万２０００円は１６１０万６０００円の減、１

１節役務費、手数料３１万５０００円は２２万７０００円の増でマイナンバーカード裏書

き印字システムバージョンアップ対応によるものです。

１３節使用料及び賃借料、システム使用料１０万円は２４万円の減で自治体情報セキュ

リティー向上プラットフォームサービス利用料によるものです。

１８節負担金、補助及び交付金、北海道自治体情報システム協議会負担金９０１２万５

０００円は１３８６万７０００円の減、５１ページの契約事務に要する経費２４万８００

０円は前年度同額、財政事務に要する経費３５万３０００円は５０００円の減、出納事務

に要する経費４７９万円は８万４０００円の減、ふるさと納税に要する経費は事業費調１

のとおりで１４億２３７万２０００円は２１４万７０００円の増となります。

７節報償費、５３ページのふるさと納税返礼品２億８９２３万４０００円は４６７６万

６０００円の減で、寄附額１４億円とし、総務省の示す経費率の考えに基づく見込み計上

です。

１０節需用費、消耗品費４４万６０００円は２２万６０００円の増でイベントで配る試

食品とノベルティーの購入費です。

１１節役務費、通信運搬費１億３２７６万８０００円は８３５万４０００円の増で返礼

品送料の見込み計上です。

広告料２２万円は皆増、ふるさと納税サイトへのバナー掲載料、手数料７９万２０００

円は２９２７万６０００円の減でクレジットカードの決済手数料となります。

１２節委託料、ふるさと納税支援業務委託料２億５８０１万１０００円は６３２７万２

０００円の増でふるさと納税支援とポータルサイト委託料、ふるさと納税パンフレット作

成委託料４３５万６０００円は皆増で新たに１０００冊を作成するもの、２４節積立金、

ふるさと納税基金積立金７億１０８５万７０００円は８３万７０００円の減で財源調整に

よるものです。

２目広報費４９８万４０００円は６万５０００円の増、広報に要する経費３９８万５０

００円は６万５０００円の増、１３節使用料及び賃借料、システム使用料２０万９０００

円は皆増で広報紙編集に使用するデザインソフトの使用料、ホームページに要する経費９

９万９０００円は前年度同額です。

５４ページの３目財産管理費１億４９９２万３０００円は３４２６万９０００円の減、



- 24 -

公の集会施設等管理に要する経費２０２７万６０００円は９６６８万９０００円の減、１

０節需用費、修繕料２００万円は１５９万５０００円の減で茶内コミュニティセンター誘

導灯の取替え補修などによるもの、１７節備品購入費、施設用備品購入５２万７０００円

は２４３万８０００円の減で水取場地区会館のストーブ購入などによるものです。

町有施設管理に要する経費５５７５万７０００円は２７３８万２０００円の増、５７ペ

ージの１３節使用料及び賃借料、ＬＥＤ照明借上料２６５８万３０００円は皆増で事業費

調の２のとおりです。

その他町有財産管理に要する経費１６４７万１０００円は４９２万６０００円の減、１

０節需用費、燃料費１１万１０００円は皆増で旧茶内第一小学校体育館の灯油代、光熱水

費２９万７０００円も皆増、普通財産に移管した旧姉別小など、閉校４校の街灯電気料な

どによるものです。

１１節役務費、汲取料６万６０００円も皆増で閉校施設のくみ取りを想定するものです。

１２節委託料、有害物質含有調査委託料８９万１０００円は皆増で、暮帰別地区の旧教

員住宅など、老朽施設解体に向けたアスベスト含有調査委託料によるものです。

１４節工事請負費、建物解体工事１１９０万円は５４５万８０００円の減で事業費調の

３のとおりです。

公用車管理に要する経費１９４８万８０００円は２５７万５０００円の減、１節報酬、

５９ページの会計年度任用職員報酬３４２万４０００円から３節職員手当等、会計年度任

用職員勤勉手当３３万６０００円までは大型免許取得の職員１名の任用によるものです。

１３節使用料及び賃借料、テレビ受信料５万６０００円は皆増で、公用車９台のＮＨＫ

受信料となります。

６１ページの基金積立金３７９３万１０００円は３７３８万９０００円の増、４目振興

費２億７６９４万７０００円は１億３１０９万１０００円の増、町功労者表彰等に要する

経費９５万７０００円は５７万円の減、地域振興に要する経費１７５８万９０００円は９

７５万３０００円の増、１２節委託料、地域おこし協力隊業務委託料１０９５万６０００

円は皆増で事業費調の４のとおりです。

１８節負担金、補助及び交付金、６３ページの地域振興事業補助１４５万円は２５万円

の増で６自治会の防犯灯更新などによるものです。

ふるさと創生に要する経費１億４６４８万１０００円は９４２８万８０００円の増、１

１節役務費、広告料４４万円は６６万円の減で協力隊募集に係る広告掲載料、１２節委託

料、システム保守委託料２２万４０００円は皆増で移住定住ポータルサイトの保守委託料、

ふるさと納税支援業務委託料２２万円も皆増、企業版ふるさと納税寄附の支援で寄附額１

００万円の２２％で計上するものです。

６５ページの地域おこし協力隊業務委託料１０９４万３０００円は１０９４万３０００

円の減で事業費調の５のとおり、工事監理業務委託料１４１万８０００円は皆増でふれあ

い交流公園整備工事の監理委託で令和８年度工事分、１３節使用料及び賃借料、会場使用
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料９６万８０００円は皆増で協力隊による東京での本町タウンプロモーションの会場使用

料、１４節工事請負費、ふれあい交流公園整備工事１億２６７２万円は皆増で事業費調の

６のとおり、基金積立金８７万８０００円は７７万７０００円の増です。

２４節積立金、企業版ふるさと納税基金積立金７８万円は６８万円の増で寄附額想定１

００万円から支援業務委託料２２万円を差し引いて計上するものです。

人づくり事業に要する経費７６万４０００円は前年度同額です。

６７ページの地域公共交通に要する経費６５６５万５０００円は５２５万４０００円の

減、１２節委託料、町営バス運行委託料５７０５万４０００円は３２５万６０００円の増

で事業費調の７のとおり、１８節負担金、補助及び交付金、地方バス路線維持対策補助７

２０万９０００円は１２０万８０００円の減で根室－釧路間の都市間バス運行に対する補

助によるものです。

テレビ放送中継局管理に要する経費３６４１万円は３４１９万４０００円の増、１４節

工事請負費、６９ページの霧多布デジタルテレビ中継局更新工事３５２０万円は皆増で事

業費調の８のとおりです。

空家等対策に要する経費８２１万３０００円は２０９万７０００円の減、１８節負担金、

補助及び交付金、不良空家等除却補助８００万円は２００万円の減で事業費調の９のとお

りとなります。

５目支所及び出張所費４４１万６０００円は３９９万３０００円の減、浜中支所管理に

要する経費８２万７０００円は９万円の減、茶内支所管理に要する経費３５８万９０００

円は４０８万３０００円の減です。

７０ページの６目職員研修厚生費４５５２万８０００円は４３２万９０００円の増、職

員厚生に要する経費４１６０万６０００円は５１３万９０００円の増、８節旅費、費用弁

償１６万５０００円は皆増でインターンシップ受入れ３名分の見込み計上、１０節需用費、

消耗品費９万４０００円は７万２０００円の増で就職説明会用ノベルティーの購入などに

よるものです。

７３ページの職員研修に要する経費２６７万５０００円は３２万５０００円の増、１２

節委託料、職員研修等支援業務委託料６６万円は３３万円の増で人事評価研修とハラスメ

ント研修を予定しているものです。

職員住宅管理に要する経費１２４万７０００円は１１３万５０００円の減、１０節需用

費、修繕料９８万円は４４万６０００円の減で職員住宅１戸の内装改修とその他一般修繕

によるものです。

７目交通安全対策費２６０万５０００円は交通安全対策に要する経費で３万５０００円

の増です。

７４ページの８目ふれあい交流・保養センター４９５０万６０００円はふれあい交流・

保養センター管理運営に要する経費で４１４万１０００円の増、１０節需用費、修繕料５

５万円は緊急修繕を見込んで計上、１１節役務費、通信運搬費９万円は皆増で無料優待券
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の郵送料、１４節工事請負費、施設補修工事４４８万６０００円は皆増で真空式温水ヒー

ターマイコンの更新など、１８節負担金、補助及び交付金、ふれあい交流・保養センター

管理運営費負担金４２９０万円は前年同額で事業費調の１０のとおりです。

２項徴税費１目税務総務費３万円は固定資産評価審査委員会委員に要する経費で前年度

同額です。

７６ページの２目賦課徴収費２２６５万６０００円は１０８４万９０００円の増、賦課

事務に要する経費１６２３万１０００円は９２６万８０００円の増、１２節委託料、固定

資産評価業務委託料３０２万５０００円は２３５万４０００円の増で令和９年度土地評価

替えに向けた調査委託料、１３節使用料及び賃借料、システム使用料１３３万１０００円

は２７万５０００円の増で固定資産評価支援システム借り上げと新たに利用する固定資産

ＤＸポータルサイトの使用料など、１８節負担金、補助及び交付金、北海道自治体情報シ

ステム協議会負担金５４３万円は皆増で、確定申告受付支援など、三つのシステム改修に

伴う対応費用によるものです。

７９ページの徴収事務に要する経費６４２万５０００円は１５８万１０００円の増、１

１節役務費、手数料２２６万７０００円は９５万９０００円の増でコンビニ収納手数料や

相続財産清算人申立手数料などによるものです。

３項１目戸籍住民基本台帳費２２９４万８０００円は２７１万円の減、戸籍住民登録事

務に要する経費２２９１万５０００円は２６４万８０００円の減です。

１節報酬、会計年度任用職員報酬２４７万９０００円から３節職員手当等、会計年度任

用職員勤勉手当４３万９０００円までは皆増で職員１名の任用によるもの、８１ページの

１１節役務費手数料３７万１０００円は皆増でコンビニ交付証明発行手数料など、１２節

委託料、システム改修委託料９３１万７０００円は２４９万７０００円の減で戸籍情報シ

ステム機器更新や附票システム改修など、１３節使用料及び賃借料、システム使用料７１

８万７０００円は３２３万６０００円の増で戸籍電算化システムのリースと戸籍総合シス

テムクラウドサービス利用料、１８節負担金、補助及び交付金、自治体基盤システム利用

負担金３４万６０００円は皆増でコンビニ交付サービス運営負担金によるものです。

旅券発行事務に要する経費３万３０００円は６万２０００円の減です。

４項選挙費１目選挙管理委員会費２５万８０００円は選挙管理委員会に要する経費で４

２万５０００円の減です。

８２ページの２目道知事道議会議員選挙費７０６万２０００円は道知事道議会議員選挙

に要する経費で皆増です。

５項統計調査費１目基幹統計費４５万１０００円は基幹統計調査に要する経費で４３９

万５０００円の減、１節報酬、統計調査員報酬２０万９０００円及び１０節需用費、８５

ページの消耗品費２４万２０００円は経済センサス調査に係るものです。

６項１目監査委員費３２９万円は監査委員に要する経費で１６万３０００円の増です。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費１億１０６７万８０００円は１９９万６
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０００円の減です。

民生委員に要する経費２４４万円は１８万６０００円の減です。

８７ページのその他社会福祉に要する経費５７２７万８０００円は１７５万４０００円

の増、１８節負担金、補助及び交付金、浜中町社会福祉協議会補助４８７７万６０００円

は５０万１０００円の増で事業費調の１１のとおりです。

８９ページの１９節扶助費、遺族見舞金３０万円は皆増で犯罪行為により亡くなられた

遺族への見舞金１件を計上、重傷病見舞金１０万円も皆増で犯罪行為により重傷病を負わ

れた方への見舞金１件を計上、２０節貸付金、福祉職修学資金貸付金９６万円も皆増で事

業費調の１１のとおりです。

基金積立金２０万４０００円は９万２０００円の増、国民年金事務に要する経費１万円

は前年度同額、国民健康保険特別会計繰出金５０７４万６０００円は３６５万６０００円

の増で法定繰り出し分を計上するものです。

２目障がい者福祉費３億８５７万円は１４０３万２０００円の増、重度心身障がい者医

療に要する経費５７５万１０００円は４３万７０００円の減、９１ページの障がい者福祉

給付に要する経費２億２４３７万５０００円は１０４０万円の増、１９節扶助費、補装具

給付費１３５万３０００円から障がい福祉サービス費２億３９２万８０００円までは見込

み計上によるものです。

子ども発達支援事業に要する経費４５６４万８０００円は１１４万５０００円の増、１

１節役務費、９３ページの傷害保険料２万５０００円は皆増で町職員が実施するおやこ教

室の傷害保険料、１７節備品購入費、事業用備品購入１１万円も皆増でおやこ教室用ビデ

オカメラを購入するもの、１９節扶助費、障がい児給付費４２２６万４０００円は見込み

計上によるものです。

地域生活支援事業に要する経費２５７６万７０００円は７６万４０００円の減、１２節

委託料、地域活動支援センター運営事業委託料１５３２万円は８万６０００円の増で事業

費調の１３のとおりです。

９５ページのその他障がい者福祉に要する経費７０２万９０００円は３６８万８０００

円の増、１２節委託料、障がい者福祉計画策定委託料３６３万円は皆増で第８期障がい福

祉計画及び第４期障がい児福祉計画を策定するものです。

９６ページの３目高齢者福祉費２億９４０８万３０００円は２３３７万２０００円の増、

在宅福祉に要する経費３２１８万１０００円は５４７万３０００円の増、１２節委託料、

高齢者在宅生活支援事業委託料２０１２万５０００円は４８６万５０００円の増で社会福

祉協議会への事業委託や高齢者事業団への除雪サービス委託など、１９節扶助費、高齢者

バス等利用料支給６２７万円は４２万円の増で事業費調の１４のとおりです。

高齢者生きがい対策に要する経費５１２万８０００円は６万６０００円の減、老人福祉

施設措置に要する経費１４４０万円は実績見込みで２４０万円の増です。

９９ページの浜中福祉会に要する経費７３３２万４０００円は２９８万３０００円の増、
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１２節委託料、経営診断委託料６６万円は皆増で特別養護老人ホーム野いちごの経営診断

料、１８節負担金、補助及び交付金、浜中福祉会補助５１９０万１０００円は２８０万５

０００円の増で事業費調の１５のとおり、デイサービス事業補助１７９９万５０００円は

６８万４０００円の増で事業費調の１６のとおり、居宅介護支援事業補助２７６万８００

０円は１１６万６０００円の減で事業費調の１７のとおりです。

その他高齢者福祉に要する経費１８万８０００円は前年度同額、後期高齢者医療特別会

計繰出金２９７０万９０００円は４６１万７０００円の増、後期高齢者医療に要する経費

６２４６万１０００円は８６０万５０００円の増、介護保険特別対策に要する経費６１万

２０００円は２７万６０００円の増、１０１ページの介護保険特別会計繰出金７６０８万

円は９１万６０００円の減です。

４目ケアプラン事業費１３８万９０００円はケアプラン事業に要する経費で２０万４０

００円の増、１７節備品購入費、車両購入年賦金７０万６０００円は６７万９０００円の

増で令和７年度に購入した公用車の年賦金です。

４目ひとり親家庭等対策費２４６万２０００円はひとり親家庭等医療に要する経費で６

７万７０００円の減です。

６目子ども対策費２１５３万円は子ども医療に要する経費で、１０３ページの１９節扶

助費、子ども医療費扶助費２０２８万円は７９万２０００円の増で事業費調の１８のとお

りです。

○議長（落合俊雄君） ただいま議案第２４号補足説明中ではありますが、この際、暫時

休憩します。

（休憩 午前１１時５８分）

（再開 午後 １時００分）

○議長（落合俊雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

日程第８、議案第２４号の補足説明を続けます。

企画財政課長。

○企画財政課長（渡部幸平君） それでは、予算書の歳出の説明から続けさせていただき

ます。

１０２ページの２項児童福祉費１目児童福祉総務費１億６９２４万７０００円は６０６

０万円の減、放課後児童クラブに要する経費１３９９万８０００円は４２２万３０００円

の増、１節報酬、会計年度任用職員報酬８９２万６０００円から３節職員手当等、会計年

度任用職員勤勉手当１２９万６０００円までは、職員数を２名から１名増員し、３名を任

用するもの、１２節委託料、業務補助委託料１０６万２０００円は３万円の減で小学校か

ら児童クラブへの移送５５０回分の見込み計上です。

１０５ページの子育て支援センターに要する経費２０万３０００円は８０００円の減、

１７節備品購入費、施設用備品購入２万６０００円は皆増で霧多布子育て支援センターに

授乳用パーティション２枚を購入するものです。



- 29 -

常設保育所に要する経費７６３４万５０００円は５９０９万５０００円の減、１０７ペ

ージの１２節委託料、施設管理清掃委託料３６２万７０００円は９万２０００円の増で茶

内保育所の清掃委託、１４節工事請負費、保育所改修工事２７０万円は６１２０万円の減

で事業費調の１９のとおり、１７節備品購入費、施設用備品購入４７万４０００円は１６

９万７０００円の減で霧多布保育所の卓上デジタルアンプやメッシュテントの購入などに

よるものです。

１０９ページのへき地保育所に要する経費１７６３万３０００円は５１万３０００円の

減、１０節需用費、修繕料９万円は４１万３０００円の減で小破修繕分を見込み計上、１

１１ページの１７節備品購入費、施設用備品購入３９万円は１万５０００円の減で散布保

育所と浜中保育所の電子ピアノ購入などによるものです。

保育所給食に要する経費４７１７万７０００円は１５１万８０００円の増、１０節需用

費、賄材料費１１６４万円は５９万８０００円の増で見込み計上、１１３ページの１３節

使用料及び賃借料、施設用備品借上料３３万１０００円は１７万５０００円の増で霧多布

保育所厨房のテーブル冷蔵庫と消毒保管庫の借上料、１８節負担金、補助及び交付金、研

修等負担金１万６０００円は皆増で食品衛生責任者養成講習２名分によるものです。

その他保育に要する経費５７９万８０００円は９２万５０００円の増、１８節負担金、

補助及び交付金、施設型給付費１万円は１１６万６０００円の減で科目設定、保育所等給

食費助成金１８３万６０００円は７５万６０００円の増で見込み計上、２０節貸付金、福

祉職修学資金貸付金２８８万円は９６万円の増で事業費調の２０のとおりです。

子ども家庭総合支援拠点に要する経費３８２万６０００円は２５万１０００円の増、１

１５ページのその他児童福祉に要する経費９７万円は７６９万８０００円の減です。

１１７ページの妊婦のための支援給付金に要する経費３２９万７０００円は２０万３０

００円の減、１８節負担金、補助及び交付金、北海道自治体情報システム協議会負担金２

９万７０００円は皆増で健康支援システム、健康カルテの改修費用、妊婦のための支援給

付金３００万円は５０万円の減で、妊娠分と出産分を各５万円とし、３０名分で計上する

ものです。

２目児童手当費１億１１２万円は児童手当に要する経費で１２２８万５０００円の減で

す。

３項１目災害救助費５０万３０００円は災害救助に要する経費で前年度同額です。

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費２億７０１３万５０００円は２７６３万

６０００円の減、広域救急医療対策に要する経費２３４１万３０００円は１７万円の増、

７節報償費、講師謝金５万円は皆増で地域医療講演会講師謝金、１０節需用費、消耗品費

１５万８０００円は１１万４０００円の増で命のバトンのマグネットやラベルを購入する

もの、１１９ページの１８節負担金、補助及び交付金、厚岸郡広域救急医療体制負担金１

９９２万９０００円は前年度同額で事業費調の２１のとおりです。

その他保健衛生に要する経費１０６万１０００円は前年度同額、浜中診療所特別会計繰
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出金２億１１３７万１０００円は３４０万２０００円の減、水道事業会計繰出金３４２９

万円は２４４０万４０００円の減です。

２目健康促進特別対策費２８９４万７０００円は１６１万２０００円の減、成人保健に

要する経費９２７万７０００円は２９万８０００円の減、１２１ページの１２節委託料、

検診等委託料７２４万１０００円は９５万８０００円の減で見込み計上、１８節負担金、

補助及び交付金、北海道自治体情報システム協議会負担金９６万８０００円は６１万６０

００円の増で健康カルテシステムの改修費用です。

母子保健に要する経費１９６７万円は１３１万４０００円の減、１節報酬、会計年度任

用職員報酬２８１万５０００円は、職員１名にパートタイム保健師の報酬を加え、７０万

９０００円の増、８節旅費、費用弁償９万５０００円は皆増でパートタイム保健師任用に

よるもの、１２３ページの１２節委託料、検診等委託料１０３２万円は１６２万円の減で

見込み計上、１７節備品購入費、事業用備品購入１２万２０００円は５万３０００円の増

で乳児用体重計の購入など、１９節扶助費、検診等助成２９５万４０００円は１４万４０

００円の減で事業費調の２２のとおりです。

３目予防費２３４８万７０００円は８１１万７０００円の減、狂犬病予防に要する経費

２０５万９０００円は３８万４０００円の減、１２５ページの１８節負担金、補助及び交

付金、犬猫避妊去勢手術補助９５万円は５８万円の減で事業費調の２３のとおり、野犬野

良猫保護対策事業補助７４万６０００円は４９万円の増で事業費調の２４のとおりです。

感染症対策に要する経費２０３６万５０００円は７８８万３０００円の減、１２節委託

料、予防接種委託料１７８４万３０００円は、実績見込みにより、８０４万９０００円の

減です。

疾病予防事業に要する経費１０６万３０００円は１５万円の増、１２節委託料、１２７

ページの検診等委託料は７５歳以上の方の健診に係るものです。

４目環境衛生費４８８万１０００円は２０３万７０００円の減、斎場管理に要する経費

２５７万７０００円は２１９万６０００円の減、１０節需用費、修繕料１１０万円は１８

９万１０００円の減で、火葬炉バーナーの部品交換と霊台車の耐火物の張り替えによるも

のです。

墓地管理に要する経費１９２万４０００円は４６万７０００円の増、１０節需用費、修

繕料８３万２０００円は５８万３０００円の増で火散布共同墓地道路の改修によるもので

す。

その他環境衛生に要する経費３８万円は３０万８０００円の減です。

１２８ページの５目診療所費８９６万５０００円は８１万６０００円の減、歯科診療所

管理に要する経費８９１万７０００円は６４万１０００円の増、１０節需用費、修繕料３

７万３０００円は１７万円の増で茶内歯科診療所屋外排水管補修や浜中歯科診療所誘導灯

の修繕などによるもの、１３１ページの基金積立金４万８０００円は、医師処遇改善準備

基金積立てを休止することで１４５万７０００円の減です。
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６目地域水道費１億４５４５万７０００円は１９１万８０００円の減、地域水道管理に

要する経費１４８８万８０００円は２４４万９０００円の減、１０節需用費、修繕料１０

０万円は７２万３０００円の減で漏水修理を見込み計上、１３３ページの１７節備品購入

費、施設用備品購入９３万７０００円は５６万円の増で農業用水道メーター器２０基を購

入、２２節償還金、利子及び割引料、過誤納還付金及び返還金１０００円は設計審査手数

料で科目設定によるものです。

かんがい排水事業用水施設管理に要する経費１億３０５６万６０００円は５３万１００

０円の増、１０節需用費、修繕料１５２６万１０００円は２６２万８０００円の減で西円

朱別新浄水場送水ポンプの分解修理など、薬品費３３６２万５０００円は活性炭の必要数

量の増加などを見込んで３６７万４０００円の増です。

１３４ページの７目環境政策費７９万２０００円は環境政策に要する経費で２０万７０

００円の減、２項清掃費１目清掃総務費１７８５万８０００円は１２７万３０００円の増

です。

ごみ減量化対策に要する経費３６８万円は１７万４０００円の減、１８節負担金、補助

及び交付金、資源物リサイクル活動奨励交付金２０２万９０００円は２１万８０００円の

減で見込み計上によるものです。

その他清掃に要する経費１４１７万８０００円は１４４万７０００円の増、１３７ペー

ジの１２節委託料、有害物質処理委託料３７３万５０００円は皆増で、ＰＣＢが含まれる

変圧器１０基とコンデンサー１基の運搬処理費用です。

２目じん芥処理費２億８８５０万４０００円は１億２３８９万１０００円の増、じん芥

処理に要する経費２億７４１１万１０００円は１億２３３０万２０００円の増、１０節需

用費、修繕料３４０万２０００円は２０万８０００円の減でじん芥収集車車両の車検整備

代、１３９ページの１２節委託料、じん芥処理委託料９７６９万１０００円は、人件費増

加などに伴い、７９３万１０００円の増、可燃ごみ焼却委託料５１３６万７０００円は２

３万３０００円の増で事業費調の２５のとおり、１３節使用料及び賃借料、自動車借上料

１２万円は皆増で廃船処理で使用するバックホーの運搬用トレーダー借上料、１４節工事

請負費、施設改修工事３１１万３０００円は皆増で清掃車両車庫の下水道接続工事、１８

節負担金、補助及び交付金、根室市じん芥焼却場建設事業負担金１億１３５９万７０００

円は１億９８３万７０００円の増で事業費調の２６のとおりです。

最終処分場管理に要する経費１２９５万６０００円は５９万３０００円の増、１４１ペ

ージの１２節委託料、建物附属設備保守管理委託料１４万３０００円は皆増で隔年で行う

トラックスケールの保守点検、施設運転管理委託料４１８万７０００円は、人件費増加に

より、６３万２０００円の増です。

リサイクルセンター管理に要する経費１４３万７０００円は４０００円の減です。

３目し尿処理費６５４１万５０００円は３６０万１０００円の減、し尿処理に要する経

費２５９５万７０００円は４７３万９０００円の減、１４３ページの１２節委託料、し尿
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処理委託料２４１１万２０００円は人件費増加により３０万８０００円の増、１８節負担

金、補助及び交付金、合併処理浄化槽設置事業補助９５万円は４６５万円の減で１件分の

計上によるものです。

衛生センター管理に要する経費３９４５万８０００円は１１３万８０００円の増、１０

節需用費、修繕料５６５万８０００円は１２１万円の減で３年に一度行う前処理遠心分離

器の補修など、１２節委託料、施設運転管理委託料２３００万１０００円は、人件費増加

により、３１９万円の増です。

５款農林水産業費、１４４ページの１項農業費１目農業委員会費１５９８万３０００円

は１３１万９０００円の減、農業委員会委員に要する経費９３６万３０００円は１１５万

７０００円の減です。

農業者年金事務に要する経費２１万４０００円は２万２０００円の増です。

農業委員会事務局に要する経費６４０万６０００円は１８万４０００円の減、１４７ペ

ージの１２節委託料、システム保守委託料１１万円は前年度同額で農地地図情報システム

の保守を行うものです。

２目農業総務費４８７万７０００円は農業行政に要する経費で７５万８０００円の減、

１４９ページの１０節需用費、修繕料１０万９０００円は皆増で公用車の車検費用です。

３目農業振興費２億２５６３万９０００円は９０９万１０００円の減、農業振興に要す

る経費２３８万１０００円は３１万２０００円の減、１５１ページの１７節備品購入費、

事務用機器購入１７万９０００円は皆増で、ＧＩＳ情報確認用のパソコンを購入するもの

です。

中山間地域等直接支払事業に要する経費１億３６１０万円は４７３万４０００円の減、

１８節負担金、補助及び交付金、中山間地域等直接支払交付金で事業費調の２７のとおり

です。

農業後継者対策に要する経費４２０万円は３６０万円の減で、１８節負担金、補助及び

交付金、１５３ページの後継者就業交付金で事業費調の２８のとおりです。

新規就農者誘致育成に要する経費５２２６万８０００円は３０９万３０００円の減、１

８節負担金、補助及び交付金、新規就農者誘致事業補助３８３３万円は４７９万８０００

円の減で事業費調の２９のとおり、農業経営技術研修受入事業助成５４０万円は２３５万

円の増で９名分を計上、農業次世代人材投資事業補助１５０万円は１５０万円の減で１件

分の計上によるものです。

農業制度資金利子補給に要する経費１８８万４０００円は５０万１０００円の減、基金

積立金２４万３０００円は３万９０００円の増、下水道事業会計繰出金２８５６万３００

０円は３１１万円の増です。

１５４ページの４目畜産業費３５２万４０００円は２９９万１０００円の減、産業振興

資金貸付に要する経費３１３万円は３００万円の減、２０節貸付料、産業振興資金貸付金

３００万円は、家畜５頭分を計上し、３００万円の減です。
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家畜防疫対策に要する経費３９万４０００円は９０００円の増です。

５目農地費１億４７８０万６０００円は２１１６万１０００円の増です。

農業基盤整備に要する経費１億３６５６万９０００円は２１１６万１０００円の増、１

２節委託料、公社営草地整備事業委託料５７３２万８０００円は１１４６万５０００円の

減で事業費調の３０のとおり、１８節負担金、補助及び交付金、１５７ページの浜中姉別

地区道営農道整備事業負担金７８６１万５０００円は３２４９万円の増で事業費調の３１

のとおりです。

国営土地改良施設管理に要する経費１１２３万７０００円は前年度同額です。

２項林業費１目林業総務費９８１７万円は５１１６万円の増です。

町有林管理に要する経費３５１万７０００円は１８９万７０００円の増、１２節委託料、

町有林管理委託料２５２万９０００円は、榊町地区危険木処理委託などにより、１９６万

８０００円の増です。

町有林整備事業に要する経費３５６５万円は１７９万円の増、１５９ページの１２節委

託料、造林事業委託料３４３０万４０００円は、人工造林１０ヘクタールなど、１６１万

円の増です。

林道に要する経費５９００万３０００円は４７４７万３０００円の増、１２節委託料、

林業専用道測量設計委託料８６０万２０００円は皆増で新規開設する幌戸北線の設計費、

支障木伐採委託料２１４万４０００円も皆増で同じく幌戸北線の伐開委託料、１４節工事

請負費、林業専用道開設工事４１９９万８０００円は皆増で事業費調の３２のとおり、林

道補修工事４８０万４０００円は２５万６０００円の増で事業費調の３３のとおりです。

２目林業振興費３８８６万６０００円は８０１万円の増です。

林業振興に要する経費５４９万４０００円は３０８万１０００円の増、１２節委託料、

誕生祝品製作委託料４６万２０００円は１９万８０００円の減で事業費調の３４のとおり、

１８節負担金、補助及び交付金、１６１ページの私有林整備事業補助２７３万円は皆増で

事業費調の３５のとおりです。

植樹祭に要する経費２３６万円は２１１万円の増、１４節工事請負費、防風柵造成工事

１５６万円２０００円は皆増で湯沸地区植樹場所に防風柵を設置するもの、１５節原材料、

事業用原材料４８万９０００円も皆増で防風柵造成に係る資材一式によるものです。

有害鳥獣被害対策に要する経費２５３２万８０００円は２５４万１０００円の増、１０

節需用費、１６３ページの消耗品費６４万円は、ハンターのヘルメットやビブスなど、緊

急銃猟対応用品の購入などにより２９万６０００円の増、１２節委託料、有害鳥獣駆除委

託料１９９８万１０００円は１２０万円の増で事業調べの３６のとおり、１７節備品購入

費、事業用備品購入１５万６０００円は皆増でトレイルカメラを購入するもの、１８節負

担金、補助及び交付金、資料免許等取得助成金７６万円は４万円の増で事業費調の３７の

とおりです。

生物多様性の保全に要する経費５６６万５０００円は２６万１０００円の増、１６５ペ
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ージの１２節委託料、造林事業委託料４９６万１０００円は、人件費や面積の増などによ

り、５３万９０００円の増、基金積立金１万９０００円は１万７０００円の増です。

３項水産業費１目水産業総務費５９７万１０００円は、水産行政に要する経費で４７１

万１０００円の増、１８節負担金、補助及び交付金、１６７ページの漁業振興設備等整備

事業補助４６０万円は皆増で散布漁協が行うリーファーコンテナ購入に対するものです。

２目水産振興費９１２６万５０００円は１５０５万８０００円の減、水産振興に要する

経費５７１万２０００円は１６２１万５０００円の減、１０節需用費、修繕料３４７万円

は３万７０００円の増で新川航路と琵琶瀬瀬戸航路の掘削、１６９ページの水産物付加価

値向上事業補助５０万円は浜中漁協が行う物産展などに対するもので２５万円の増、産業

振興奨励補助２０万円は１４８万７０００円の減で浜中水産物振興協議会が行うＧＩシー

ルの作成に対するものです。

産業振興資金貸付に要する経費５万７０００円は前年度同額です。

漁業後継者対策に要する経費、１８節負担金、補助及び交付金、後継者就業交付金６０

万円は前年度同額で事業費調の３８のとおりです。

育てる漁業に要する経費３５５８万３０００円は１５１万４０００円の減、１８節負担

金、補助及び交付金、漁場生産力・水産多面的機能強化対策支援事業負担金９８０万４０

００円は８７０万円の増で事業費調の３９のとおり、産業振興奨励補助１１８６万５００

０円は４７３万１０００円の増で事業費調の４０のとおり、１７１ページの水産振興対策

事業補助１３２０万円は前年度同額で事業費調の４１のとおりです。

漁業制度資金利子補給に要する経費２７９万１０００円は８４万７０００円の増、下水

道事業会計繰出金３８２９万３０００円は１５９万７０００円の増、基金積立金８２２万

９０００円は２２万７０００円の増です。

３目漁港費８１７９万６０００円は漁港整備に要する経費で３４７４万５０００円の減、

１１節役務費、手数料１４万円は皆増で浜中・散布両漁協へ漁港利用の状況把握管理を依

頼するもの、１８節負担金、補助及び交付金、１７３ページの漁港工事地元負担金７９２

６万７０００円は３１０１万７０００円の減で事業費調の４２のとおりです。

４目防潮堤付帯施設受託管理費２１５４万５０００円は２２９万５０００円の減です。

防災ステーション管理に要する経費２０３９万円は２３２万１０００円の減、１０節需

用費修繕料２７３万４０００円は３０９万３０００円の減で陸閘３か所の発電機用蓄電池

の交換などによるものです。

防潮堤付帯施設管理に要する経費１１５万５０００円は２万６０００円の増です。

６款商工費、１７４ページの１項商工費１目商工総務費２０５７万９０００円は商工行

政に要する経費で１４５万９０００円の増、１８節負担金、補助及び交付金、浜中町商工

会補助２０５１万９０００円は１４５万９０００円の増で事業費調の４３のとおりです。

２目商工振興費６６５３万３０００円は２９０万９０００円の減です。

商工振興に要する経費２１９４万２０００円は１９７万１０００円の減、１８節負担金、
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補助及び交付金、地域経済活性化促進奨励補助３６５万２０００円は１４万８０００円の

減で事業費調の４４のとおり、１７７ページの産業振興奨励補助２３０万円は２０万円の

減で事業費調の４５のとおり、創業支援事業補助２００万円は３００万円の減で事業費調

の４６のとおり、小規模事業継続支援補助５５０万円は前年度同額で事業費調の４７のと

おり、浜中町・与那原町商工会青年部交流事業記念事業補助２００万円は皆増で事業費調

の４８のとおりです。

産業振興資金貸付に要する経費３万９０００円は１００万円の減、商工業後継者対策に

要する経費、１８節負担金、補助及び交付金、後継者就業交付金６０万円は前年度同額で

事業費調の４９のとおりです。

中小企業特別融資に要する経費４３４０万円は前年度同額です。

消費生活に要する経費５５万２０００円は６万２０００円の増です。

１７８ページの３目観光費９２３６万２０００円は１９５万１０００円の減、観光振興

に要する経費２４０５万３０００円は２２１万４０００円の減、１２節委託料、地域おこ

し協力隊業務委託料１６１８万７０００円は６０００円の減で事業費調の５０のとおり、

１８節負担金、補助及び交付金、１８１ページの浜中町観光協会補助５００万円は、観光

協会ホームページのリニューアル費用を含め、２００万円の増です。

霧多布湿原に要する経費４１００万３０００円は２８３万１０００円の増、１０節需用

費、修繕料３０万円は緊急修繕対応分として５万２０００円の減、１７節備品購入費、施

設用備品購入２８８万３０００円は皆増で展望ホールのエアコン２台の設置とプロジェク

ター１台を購入、１８節負担金、補助及び交付金、霧多布湿原センター管理運営負担金３

７１３万９０００円は前年度同額で事業費調の５１のとおりです。

１８３ページの観光施設に要する経費１８２３万６０００円は１６４万４０００円の減、

１０節需用費、修繕料８３万円は１３２万２０００円の減でキャンプ場トイレ小便器の修

繕と緊急修繕対応分、１２節委託料、看板作成等委託料２９万１０００円は皆増でドロー

ン飛行禁止啓発看板を作成するもの、１４節工事請負費、観光施設改修工事１９９万９０

００円は皆増で事業費調の５２のとおりです。

ルパン三世地域活性化プロジェクトに要する経費９０７万円は９２万４０００円の減、

１８５ページの１８節負担金、補助及び交付金、ルパン三世地域活性化プロジェクト事業

補助８００万円は９６万円の減で事業費調の５３のとおりです。

４目中山間活性化施設費１６７３万９０００円は中山間活性化施設管理に要する経費で

１７１万１０００円の減、１０節需用費、消耗品費１２３万１０００円は、肥料など、芝

生管理に係るものなどを加え、７８万１０００円の増、修繕料８２万４０００円は１１万

６０００円の減で草刈り機や除雪機の補修などを見込み計上、１８７ページの１７節備品

購入費、施設用備品購入２１万７０００円は１３万４０００円の減でミートミンサーと攪

拌機を購入するものです。

５目労働総務費１４万７０００円は労働行政に要する経費で１万円の増です。
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７款土木費１項土木管理費１目土木総務費２６２万１０００円は３万７０００円の減、

土木行政に要する経費１４万円は１万５０００円の減です。

１８９ページの地籍管理に要する経費２４８万１０００円は２万２０００円の減です。

２目建築総務費１７４０万円７０００円は建築行政に要する経費で４２２万４０００円

の減、１８節負担金、補助及び交付金、安心住まいる促進事業助成金４００万円は１００

万円の減で事業費調の５４のとおり、民間賃貸住宅等建設促進助成金１２００万円は前年

度同額で事業費調の５５のとおりです。

２項道路橋りょう費１目道路橋りょう維持費２億４８３１万４０００円は３１８万４０

００円の減です。

町道管理に要する経費２億３５９９万８０００円は３３１万９０００円の減、１９１ペ

ージの１２節委託料、町道維持業務委託料６０００万円は前年度同額で事業費調の５６の

とおり、町道除雪業務委託料４０００万円も前年度同額で事業費調の５７のとおり、橋り

ょう点検委託料１７８０万円は皆増で、町内５６橋のうち、２６橋について点検を行うも

の、１４節工事請負費、町道補修工事７２００万円は１２０万円の減で事業費調の５８の

とおり、橋りょう補修工事３９８０万円は４３０万円の減で事業費調の５９のとおり、１

７節備品購入費、事業用備品購入１２万円は皆増で高枝用チェーンソーを購入するもので

す。

町有建設車両に要する経費１２３１万６０００円は１３万５０００円の増です。

１９２ページの３項河川費１目河川総務費１０７万８０００円は河川管理に要する経費

で１万３０００円の増です。

４項１目港湾費２３２８万３０００円は２８４万２０００円の減です。

港湾整備に要する経費１９７１万６０００円は２２７万２０００円の減、１０節需用費、

修繕料５８１万９０００円は４２万１０００円の減で霧多布港マイナス２メートル泊地の

しゅんせつや船巻き上げ装置滑車の更新など、１２節委託料、１９５ページの橋りょう点

検委託料３４２万２０００円は皆増で潮路橋の定期点検によるものです。

海岸整備に要する経費３５６万７０００円は５７万円の減、１６節公有財産購入費、土

地購入で霧多布港海岸防潮堤底地を購入するものです。

５項住宅費１目住宅管理費５８２万８０００円は町営住宅管理に要する経費で１１３万

８０００円の減、１０節需用費、修繕料２６１万円は５９万３０００円の減で内装などの

修繕について見込み計上、１９７ページの１７節備品購入費、町営住宅用備品購入５５万

円は１５万円の減でボイラーや風呂釜などの交換対応費用です。

２目住宅建設費１５４９万６０００円は町営住宅整備に要する経費で２億１２９０万４

０００円の減、１４節工事請負費、建物解体工事１４５０万円は皆増で事業費調の６０の

とおりです。

６項１目下水道費１億５４９０万８０００円は下水道事業会計繰出金で７０万７０００

円の減です。
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８款１項１目消防費３億４８７１万８０００円は６８９３万８０００円の減です。

釧路東部消防組合に要する経費３億４７４６万円は６９３９万６０００円の減、１８節

負担金、補助及び交付金、釧路東部消防組合本部負担金２２９６万１０００円は２６万７

０００円の増、釧路東部消防組合浜中消防署負担金３億２４４９万９０００円は事業費調

の６１を含んで６９６６万３０００円の減です。

救急救命対策に要する経費１２５万８０００円は４５万８０００円の増、１０節需用費、

消耗品費７６万円は４３万６０００円の増でＡＥＤの使い捨てパッドを６８組購入するも

の、１９９ページの１７節備品購入費、医療機器購入４２万４０００円は前年度同額で地

域活動支援センター用ＡＥＤの更新によるものです。

２目災害対策費１億３１８７万６０００円は４億５５６５万９０００円の減です。

災害対策に要する経費１億２５４５万２０００円は４億５５５５万円の減、１０節需用

費、消耗品費４５３万９０００円は各避難場所の備蓄品の更新と仲の浜地区及び新川西地

区の津波避難タワー分も含んで４１万２０００円の増、２０１ページ、１４節工事請負費、

庁舎改修工事１０８９万円は皆増で事業費調の６２のとおり、避難施設整備工事１億２８

１万１０００円は４億５２４５万９０００円の減で事業費調の６３のとおり、１７節備品

購入費、防災用備品購入３２１万１０００円は仲の浜及び新川西地区の津波避難タワーの

ＬＰガス容器や火散布避難所簡易トイレなどの購入で２４５万８０００円の増です。

防災行政無線に要する経費６４２万４０００円は１０万４０００円の減、１７節備品購

入費、防災用備品購入１９８万円は６万６０００円の増で戸別受信機３０台を見込み計上

するものです。

９款教育費、２０２ページの１項教育総務費１目教育委員会費２９１万１０００円は教

育委員会委員に要する経費で前年度同額です。

２目事務局費２４３６万９０００円は４６万円の増です。

教育委員会事務局に要する経費１５３１万３０００円は１１７万６０００円の増、２０

５ページの育英事業奨学資金給付に要する経費２０１万２０００円は６万６０００円の減、

７節報償費、育英事業奨学資金給付金で１９８万円は見込み計上、基金積立金５０万円は

前年度同額です。

教育活動支援に要する経費６５４万４０００円は６５万円の減です。

２０６ページの３目教育振興費７１８３万２０００円は８７万７０００円の増、学校用

バスに要する経費７１８３万２０００円は８７万７０００円の増、１２節委託料、学校用

バス運行委託料６１８２万円は、内陸３路線のバスの営業ナンバー返却により、８６９万

３０００円の減で事業費調の６４のとおり、１３節使用料及び賃借料、自動車借上料１３

２万円は皆増で、営業ナンバーを返却したバス３台のうち、１台について借り上げるもの、

２０９ページの１７節備品購入費、学校用バス購入８２５万円は皆増で、同じく営業ナン

バーを返却したバス３台のうち、２台を購入するものです。

２項小学校費１目学校管理費１億８７６１万４０００円は７８４６万６０００円の増で
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す。

小学校管理に要する経費３６１３万８０００円は、小学校の施設維持管理経費を新たに

設定する小学校施設管理に要する経費に移した上で７３０１万円の減で、この事業は小学

校の児童と教職員に係る経費の計上となります。

１０節需用費、修繕料１６６万９０００円は１４６万４０００円の減で、教員住宅修繕

料のほか、霧多布小学校及び散布小学校の通信ネットワーク修繕、２１１ページの１７節

備品購入費、校用備品購入１６５万５０００円は２３２０万５０００円の減で児童用机・

椅子１４組やＧＩＧＡ端末投影モニター３１台の購入などによるものです。

小学校施設管理に要する経費は、学校施設維持管理分として新設し、１億５１４７万６

０００円、１０節需用費、修繕料２１５万５０００円は、霧多布小学校ブランコ修繕や茶

内小学校の誘導灯修繕などを含め、見込み計上、２１３ページの１４節工事請負費、小学

校改修工事１億７５５万８０００円は事業費調の６５のとおり、１７節備品購入費、施設

用備品購入３７万円は茶内小学校の家庭科室ガスコンロや散布小学校の理科室カーテンの

購入などによるものです。

２目教育振興費２４４６万７０００円は教育振興に要する経費で１８３万５０００円の

増、２１５ページの７節報償費、スクールカウンセラー報償７７万６０００円は６万６０

００円の増で５５回分を計上するものです。

３項中学校費１目学校管理費５０５２万６０００円は１４２４万３０００円の減です。

中学校管理に要する経費２７６９万円は、小学校と同様に中学校の施設維持管理経費を

新設する中学校施設管理に要する経費に移した上で３７０７万９０００円の減で、この事

業は中学校生徒と教職員に係る経費の計上となります。

２１７ページの１０節需用費、修繕料８０万円は２４３万８０００円の減で教員住宅修

繕について見込み計上、２１９ページの１７節備品購入費、校用備品購入費１７３万７０

００円は１２３５万９０００円の減でＧＩＧＡ端末用通信モニター１９台や茶内中学校職

員室のネットワーク用ハードディスクの購入などによるものです。

中学校施設管理に要する経費は、学校施設維持管理分として新設し、２２８３万６００

０円、１０節需用費、修繕料１２０万円は学校施設修繕分として見込み計上、２２１ペー

ジの１７節備品購入費、施設用備品購入３２万３０００円は浜中中学校音楽室カーテンや

グラウンドならしなどを購入するものです。

２目教育振興費２０７２万６０００円は４１８万４０００円の減、教育振興に要する経

費１５７８万円は４３３万２０００円の減、７節報償費、スクールカウンセラー報償９１

万７０００円は７万８０００円の増で６５回分を計上するものです。

２２３ページの外国語指導助手に要する経費４９４万６０００円は１４万８０００円の

増です。

２２４ページの４項高等学校費１目高等学校総務費３１２２万７０００円は高校管理に

要する経費で２５４万４０００円の減、１０節需用費、２２７ページの修繕料１０６万１
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０００円は１万６０００円の増で校舎内外の補修や公用車車検整備などを見込み計上、１

２節委託料、システム保守委託料７５万９０００円は、情報処理室用パソコンの保守月額

料金アップにより、２９万７０００円の増、１７節備品購入費、校用備品購入１１万４０

００円は１８万３０００円の減で脚立と穴空けパンチの購入によるものです。

２２８ページ、２目教育振興費２２２０万１０００円は８０１万５０００円の減、教育

振興に要する経費１３７９万６０００円は４４４万７０００円の減、１０節需用費、教材

費１２５万８０００円は８９万円の追加で教員用指導書の改訂などによるもの、２３１ペ

ージの１８節負担金、補助及び交付金、海外交流派遣負担金２６０万４０００円は３５８

万８０００円の減で事業費調の６６のとおり、国内施設研修負担金２３２万２０００円は

１６万７０００円の増で事業費調の６７のとおり、地域みらい留学事業負担金１５４万９

０００円は９０００円の減で事業費調の６８のとおり、生徒スキルアップ補助６０万３０

００円は５６万９０００円の減で事業費調の６９のとおりです。

学校用バスに要する経費８４０万５０００円は３４８万円の減、１２節委託料、学校用

バス運行委託料２５９万９０００円は３４４万３０００円の減で事業費調の７０のとおり

です。

２３２ページの５項社会教育費１目社会教育総務費２６７万円は社会教育事業に要する

経費で６０００円の増です。

２目社会教育振興費５２６万３０００円は１３万８０００円の減です。

社会教育振興に要する経費１９８万５０００円は１１万８０００円の減、２３５ページ

の青少年教育に要する経費３２７万８０００円は２万円の減、１８節負担金、補助及び交

付金、少年少女国内派遣事業負担金２００万円は前年度同額で事業費調の７１のとおりで

す。

３目文化財保護費３４万８０００円は文化財等に要する経費で７万６０００円の減、２

３７ページの１２節委託料、エトピリカ保護増殖事業委託料８万８０００円は３０００円

の増で５５時間分を計上するものです。

４目総合文化センター費３４６２万１０００円は１４万７０００円の減です。

総合文化センター管理に要する経費２９４０万円は１万８０００円の増、２３９ページ

の１２節委託料、建物附属設備保守管理委託料４９万３０００円は３４万５０００円の増

で隔年で行う舞台つり物装置の保守点検、１７節備品購入費、施設用備品購入１６万５０

００円は１４３万円の減でキッズコーナーの木工作品の購入などによるものです。

２４１ページの図書室事業に要する経費５２２万１０００円は１６万５０００円の減、

１７節備品購入費、図書購入１５０万円は茶内の農業者トレーニングセンター内プレイル

ーム分の図書も含めて１５万円の増です。

５目地域文化施設費１７万１０００円は地域文化館管理に要する経費で５０００円の増

です。

６項保健体育費１目保健体育総務費２００７万３０００円はスポーツ振興に要する経費
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で３６０万２０００円の増、２４３ページの１２節委託料、スポーツ活動車両運行委託料

１５０万円は、自動車借上料での計上から運行委託料に変更し、見込みで計上、地域おこ

し協力隊業務委託料５４６万７０００円は皆増で事業費調の７２のとおりです。

２４４ページの２目社会体育施設費７１１３万４０００円は８６４万１０００円の増、

大規模運動公園管理に要する経費４４６２万円は４８万８０００円の減、１０節需用費、

修繕料１９８万８０００円は１１６万５０００円の減で総合体育館の誘導灯やアリーナ床

鳴り補修など、２４７ページの１２節委託料、有害物質処理委託料２４万２０００円は皆

増でＰＣＢ含有の変圧器４基とコンデンサー１基を町の一時保管施設まで運搬するもの、

１７節備品購入費、施設用備品購入２７万８０００円は皆増で総合体育館トレーニング室

のベンチプレスセーフティースタンドとイベント用ポータブルスピーカーを購入するもの

です。

農業者トレーニングセンター管理に要する経費７４８万３０００円は１４７万６０００

円の増、１０節需用費、修繕料２５万４０００円は１２万１０００円の減で浄化槽蓋補修

など、２４９ページ、１２節委託料、施設管理清掃委託料３１３万１０００円は、平日日

中の管理及び清掃委託を加え、１７６万３０００円の増、すくらむ２１管理に要する経費

６８７万２０００円は１７４万７０００円の増、１０節需用費、修繕料６３万６０００円

は５８万６０００円の増ですくらむ２１のガラス入替えなどによるものです。

町民パークゴルフ場管理に要する経費９７９万６０００円は６２３万５０００円の増、

２５１ページ、１７節備品購入費、施設用備品購入５８８万５０００円は５７８万９００

０円の増で事業費調の７３のとおりです。

その他体育施設管理に要する経費２３６万３０００円は２８万３０００円の減、１０節

需用費、修繕料３１万５０００円は５万５０００円の増で茶内スケートリンク製氷作業車

の整備代などを見込み計上するものです。

３目給食センター費１億３７４９万９０００円は給食センターに要する経費で５７１万

６０００円の増、２５３ページの１０節需用費、修繕料１４５万８０００円は１７８万８

０００円の減で外調機ファンの軸受交換や緊急対応修繕などを見込み計上、賄材料費３９

０６万円は４０１万４０００円の増で事業費調の７４のとおり、１２節委託料、給食調理

業務委託料５３７７万９０００円は、人件費上昇などにより、２５９万８０００円の増、

２５５ページ、１７節備品購入費、備品購入年賦金５万１０００円は皆増で北海道市町村

備荒資金組合との契約で購入するスチームコンベクションオーブンの年賦金です。

１０款１項公債費１目元金１１億４５７９万４０００円は地方債償還元金で３４８４万

８０００円の増、２目利子７８６８万円は地方債償還利子で１７１３万７０００円の増、

３目公債諸費１０００円は地方債償還手数料で前年度同額です。

１１款給与費１項給与費、２５６ページの１目給与費１３億８８９２万７０００円は、

給与費、２節給料、特別職、一般職、教員、再任用、会計年度任用職員に係る人件費で２

６８６万９０００円の増であります。
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２６０ページをお願いします。

１２款１項１目予備費５００万円は前年度同額です。

歳出合計９３億４０７７万５０００円は４億６５８５万９０００円の減となっておりま

す。

２６２ページから２６８ページの給与費明細書につきましては説明を省略させていただ

きます。

２６９ページをお願いします。

２６９ページと２７０ページの継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末ま

での支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に

関する調書につきましては２７３ページの合計欄で説明させていただきます。

２７３ページの債務負担行為の件数は全３３件、限度額は６億９０６４万５０００円、

前年度末までの支払い見込額は１億９９２１万３０００円で、当該年度以降の支出予定額

は４億８５６６万２０００円、当該年度支出予定額は７５６０万９０００円であります。

２７５ページの地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度におけ

る現在高の見込みに関する調書につきましては合計欄でご説明いたします。

前々年度末現在高、令和６年度は１３１億４８４０万３０００円、前年度末現在高見込

額、令和７年度は１２０億３７３０万２０００円、当該年度中増減見込みについて、当該

年度中起債見込額は６億１０２０万円、当該年度中元金償還見込額は１１億４５７９万４

０００円、当該年度末現在高見込額は１１５億１７０万８０００円となり、令和７年度末

見込額と比較して５億３５５９万４０００円の減となります。

次に、歳入の説明となります。

初めに、議案関係資料の説明をいたしますので、資料の６ページをお願いいたします。

資料５の町税算定内訳について説明いたします。

１款町税１項町民税１目個人１節現年課税分３億１０２２万３０００円は対前年度１８

４４万円の増、個人均等割３０００円の２８３３名掛ける収納率９７％で８２４万４００

０円、個人所得割課税標準額５２億１８万６０００円の６％掛ける収納率９７％で２億９

９２４万９０００円、譲渡所得割課税標準額９３８４万４０００円の３％掛ける収納率９

７％で２７３万円です。

２節滞納繰越分１８１万２０００円は対前年度２万円の減です。

２目法人１節現年課税分３５７６万１０００円は対前年度３７３万２０００円の増、法

人均等割１号から８号まで１５４法人１６５２万４０００円の収納率９７％で１６０２万

８０００円、法人税割標準税率相当分１４５３万１２０２円と超過相当分５８１万２４８

７円の収納率９７％で１９７３万３０００円です。

２節滞納繰越分１０００円は前年度滞納繰越分で科目設定となります。

２項１目固定資産税１節現年課税分４億６４６４万３０００円は対前年度６５５万７０

００円の減、土地課税標準額３３１５万５３００円、家屋課税標準額１億９９２２万９８
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００円、償却資産課税標準額２億３２２５万８０００円です。

７ページの２節滞納繰越分２５３万４０００円は対前年度１５万１０００円の減です。

２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金１節現年課税分３１万８０００円は対前年

度３万３０００円の減で３件分です。

３項軽自動車税１目種別割１節現年課税分２０３７万８０００円は対前年度７万１００

０円の増、原動付自動車から軽自動車四輪まで、８ページですが、合計３５８５台、２１

００万９２００円の９７％で２０３７万８９００円です。

２節滞納繰越分５万４０００円は対前年度５０００円の増です。

２目環境性能割１節現年課税分２９万５０００円は対前年度１４５万２０００円の減、

令和７年度末の環境性能割廃止に伴い、２か月分のみ見込み計上するものです。

４項１目町たばこ税１節現年課税分４７８５万８０００円は対前年度１７３万１０００

円の減で実績見込み計上であります。

続きまして、歳入の説明をいたします。

予算書の１０ページをお願いいたします。

歳入、１款町税につきましては議案関係資料５のとおりでございます。

２款地方譲与税１項１目地方揮発油譲与税１万円は科目設定、２項１目自動車重量譲与

税９６８０万円の１０００万円の増は令和７年度決算見込額を計上するものです。

３項１目森林環境譲与税９６６万８０００円は３３万４０００円の減で見込み計上する

ものです。

３款１項１目利子割交付金２０万円は前年同額で過去３か年の最少額を計上するもので

す。

１２ページの４款１項１目配当割交付金２４０万円は前年同額で過去３か年の最少額で

計上するものです。

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金１９０万円も前年度同額で過去３か年の最少額で

計上するものです。

６款１項１目法人事業税交付金１０６０万円は１４０万円の増で過去３か年の平均額を

計上するものです。

７款１項１目地方消費税交付金１億４６９０万円は２０万円の増で過去３か年の平均額

を計上するものです。

８款１項１目環境性能割交付金１万円は科目設定です。

９款１項１目国有提供施設等所在市町村助成交付金３０万円は前年度同額で令和７年度

決算見込みで計上するものです。

１０款１項１目地方特例交付金４５６０万円は４２７０万円の増で地方揮発油譲与税及

び環境性能割廃止に伴う減収補塡分を見込んで計上するものです。

２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金１万円は科目設定で

す。
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１１款１項、１４ページの１目地方交付税３７億５０００万円は４５００万円の増で、

普通交付税３４億３５００万円は地財計画及び公債費の個別算定に基づき計上するもので

す。

なお、留保財源は２．５％、８８０９万円としております。

特別交付税２億７０００万円は２０００万円の増で見込み計上するものです。

１２款１項１目交通安全対策特別交付金６０万円は１０万円の減で令和７年度決算見込

額を計上するものです。

１３款分担金及び負担金１項負担金１目総務費負担金１１０万円は２０万４０００円の

減で、１節総務費負担金、霧多布テレビ放送中継局電気料負担金から釧路東森林組合浜中

支所電気料負担金までは歳出にそれぞれ負担割合を乗じて計上するものです。

２目民生費負担金７３６万１０００円は６２万６０００円の増で１節老人福祉費負担金

１８３万３０００円は入所者費用徴収金で見込み計上、２節児童福祉費負担金５５２万８

０００円は常設保育所保育料現年度分から延長保育料までは見込み計上、子どもショート

ステイ負担金は歳出の２分の１を計上するものです。

３目衛生費負担金４４８９万４０００円は５５７万１０００円の増で、１節地域水道費

負担金、地域水道運営費負担金１７９万６０００円は水道事業から一般会計への負担分、

かんがい排水事業運営費負担金４３０９万８０００円は水道事業との案分による額を計上

するものです。

４目土木費負担金１万２０００円は１万１０００円の増で、１節港湾費負担金、霧多布

港電気料負担金は見込み計上するものです。

１４款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料３００万１０００円は前年度同額で、

１節総務使用料、公の集会施設使用料及び町営バス使用料は見込み計上するものです。

２目民生使用料１９万３０００円は前年度同額、１節児童福祉使用料、へき地保育所保

育料現年度分は見込み計上、１７ページのへき地保育所保育料滞納繰越分は科目設定です。

３目衛生使用料７５万１０００円は１５万４０００円の減で、１節保健衛生使用料、墓

地使用料は１件分、斎場使用料は５０件分で見込み計上するものです。

４目農林水産使用料９８４７万４０００円は１０６万６０００円の減で、１節農業使用

料、農業用水使用料は家事用３２６戸、一般用３３戸、農業用２００戸などによるもので

す。

５目商工使用料１９４万８０００円は２５万９０００円の増で、１節観光使用料１５３

万８０００円はバンガロー使用料で８７４件で見込み計上、２節中山間活性化使用料４１

万円は見込み計上するものです。

６目土木使用料４７５５万４０００円は２８１万８０００円の増で、１節道路使用料１

５３万円及び２節河川使用料２２万円は見込み計上、３節港湾使用料６０４万６０００円

は用地使用料は８件分、物揚場岸壁使用料は１９８隻分、漁港捲揚施設使用料は８０隻分、

船揚場使用料は５０隻分で計上、４節住宅使用料３９７５万８０００円は町営住宅使用料
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現年度分は調定見込みの９７％、滞納繰越分は調定見込みの５％で計上となります。

７目教育使用料７３５万９０００円は４９万７０００円の減で、１節小学校使用料１０

００円及び２節中学校使用料１０００円は科目設定、３節高等学校使用料６９０万円は高

等学校授業料現年度分は５８名分で計上、滞納繰越分は科目設定、４節社会教育使用料２

４万１０００円は、総合文化センター使用料は見込み計上、地域文化館使用料は科目設定、

５節保健体育使用料２１万６０００円は、農業者トレーニングセンター使用料及び総合体

育館使用料は科目設定、町民パークゴルフ場使用料は見込み計上によるものです。

２項手数料１目総務手数料３４７万１０００円は１３万８０００円の減で、戸籍手数料

から１９ページの臨時ナンバー手数料まで見込み計上、固定資産公簿閲覧手数料及び情報

公開・個人情報保護開示手数料は科目設定によるものです。

２目民生手数料１７万２０００円は２万１０００円の減で、１節社会福祉手数料、在宅

生活支援手数料で見込み計上するものです。

３目衛生手数料３４９８万６０００円は５６万２０００円の減で、１節保健衛生手数料

３１万２０００円は、畜犬登録手数料は３０頭分、畜犬登録鑑札再交付手数料は１件分、

狂犬病予防注射済票交付手数料は４００頭分、狂犬病予防注射済票再交付手数料は３件分

を計上、２節清掃手数料３４６７万４０００円はじん芥処理手数料及びし尿処理手数料で

見込み計上するものです。

４目農林水産手数料６万８０００円は前年度同額で、１節農業手数料６万７０００円は

現況証明手数料で３０筆分、２節水産手数料１０００円は船員法事務手数料で科目設定に

よるものです。

５目土木手数料１８万円は前年度同額で、１節土木手数料、地籍調査事業成果交付手数

料は見込み計上によるものです。

６目教育手数料２３万５０００円も前年度同額、１節高等学校手数料、入学料及び入学

検定料は３０人分で計上するものです。

１５款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金２億４１９７万３０００円は５

７２万６０００円の減で、１節保険基盤安定負担金８５０万７０００円、国民健康保険基

盤安定負担金で保険者支援分と未就学児均等割分と産前産後保険税分の２分の１を計上、

２節障がい者福祉費負担金１億３３１４万４０００円、障がい者自立支援給付費等負担金

は、障がい介護給付費などの事業費の２分の１、障がい児通所支援給付費等負担金は放課

後デイサービスなどの事業費の２分の１で計上、３節介護保険低所得者保険料軽減負担金

２９１万４０００円は見込み計上、４節児童福祉費負担金１５８６万円は保育給付費負担

金で施設型給付費とへき地保育所に係るもの、５節児童手当負担金８１２９万２０００円

は国庫負担分を見込み計上、６節未熟児養育医療費負担金２５万６０００円は扶助費から

徴収金を差し引いて２分の１を計上するものです。

２項国庫補助金、２０ページの１目総務費国庫補助金６９４３万３０００円は５８３５

万１０００円の増で、１節総務費補助金、空き家対策総合支援事業補助は事業費の２分の
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１、個人番号カード交付事務費補助は個人番号カード印字システムリース料などに対する

もの、地域未来交付金はふれあい交流公園整備事業費の２分の１を計上するものです。

２目民生費国庫補助金２０５３万３０００円は３５万３０００円の減で、１節社会福祉

費補助金２４３万円は、地域生活支援事業補助で、移動支援など、４事業費の２分の１、

２節児童福祉費補助金１８１０万３０００円、子育て支援交付金は放課後児童クラブや保

育業務に対するもので事業費の３分の１、児童虐待防止対策等総合支援事業費補助は児童

の安全確認等に対するもので事業費の２分の１、妊婦のための支援給付交付金は歳出予算

の同額で計上するものです。３目衛生費国庫補助金１９８万６０００円は８０万５０００

円の減で、１節保健衛生費補助金、母子保健医療対策総合支援事業補助は、妊娠・出産包

括支援事業などに対し、２分の１を計上、合併処理浄化槽設置事業補助は１件分を計上す

るものです。

４目土木費国庫補助金８０２９万１０００円は２０１９万６０００円の減、１節土木費

補助金６４３９万６０００円、社会資本整備総合交付金は茶内１号幹線道路改良工事に対

するもの、道路メンテナンス事業補助は狭霧橋補修工事と２６橋の橋梁点検に対するもの、

２節住宅費補助金１５８９万５０００円は、地域住宅交付金で公営住宅解体工事などに対

するものとなります。

５目消防費国庫補助金１９９２万２０００円は３億６１４７万円の減で、１節災害対策

費補助金、社会資本整備総合交付金は、新川西地区、仲の浜地区の津波避難タワー外構工

事と新川西地区タワー建築主体工事継続費の合計から年度間調整分を差し引いて計上する

ものです。

６目教育費国庫補助金２４万８０００円は６万３０００円の増で、１節小学校費補助金

１８万１０００円、へき地児童生徒援助費等補助は医師等派遣事業に対するもの、就学援

助費補助は１名分、２節中学校費補助金６万７０００円、へき地児童生徒援助費等補助は

心臓検診などに係るもの、就学援助費補助は１名分です。

７目防衛交付金１億４１５２万円は前年度同額で、１節特定防衛施設周辺整備調整交付

金は中隊規模の想定で計上するものです。

３項委託金１目総務費委託金３７万１０００円は１４１９万２０００円の減で、１節総

務管理費委託金、防衛施設区域取得等事務委託金及び中長期在留住居地届出等事務委託金

は見込み計上によるものです。

２目民生費委託金７４万６０００円は１６万８０００円の減で、１節国民年金事務委託

金７０万７０００円、基礎年金事務委託金及び協力・連携委託金は令和６年度実績の４分

の３の計上、年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金は見込み計上、２節児童福祉

費委託金３万９０００円は特別児童扶養手当事務委託金で１９名分です。

道支出金、２２ページの１項道負担金１目民生費道負担金１億２８０８万６０００円は

４２０万５０００円の増で、１節社会福祉費負担金１５８万１０００円は民生委員活動費

負担金、２節保険基盤安定負担金４０９５万１０００円、国民健康保険基盤安定負担金は
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保険税軽減額の４分の３と保険者支援分の４分の１などを計上、後期高齢者医療基盤安定

負担金は後期高齢者保険料軽減額の４分の３を計上、３節障がい者福祉費負担金６６５７

万２０００円、障がい者自立支援給付費等負担金及び障がい児通所支援給付費等負担金は

対象事業費の４分の１を計上、４節介護保険低所得者保険料軽減負担金１４５万７０００

円は見込み計上、５節児童福祉費負担金７４８万９０００円は保育給付費負担金で施設型

給付費とへき地保育所に係るもの、６節児童手当負担金９９０万８０００円は道負担分、

７節未熟児養育医療費負担金１２万８０００円は、扶助費から徴収費を差し引き、４分の

１を計上するものです。

２目農林水産業費道負担金１億１４８８万１０００円は３４７万８０００円の減で、１

節農業費負担金、農業委員会交付金は令和７年度実績見込額で計上、中山間地域等直接支

払交付金及び多面的機能支払交付金は事業費の４分の３を計上するものです。

２項道補助金１目総務費道補助金１９５万円は前年度同額で、１節振興費補助金、地域

少子化対策重点推進交付金は結婚生活支援事業費の２分の１、移住・定住支援事業交付金

はＵＩＪターン新規就業支援事業費の４分の３です。

２目民生費道補助金２１０４万９０００円は３１万６０００円の増で、１節社会福祉費

補助金２７７万２０００円、地域づくり総合交付金は福祉灯油購入助成などに対するもの、

地域生活支援事業補助は対象事業費の４分の１を計上、老人クラブ運営事業補助は見込み

計上、介護保険特別対策事業補助は社会福祉法人等による利用者負担軽減で経費の４分の

３を計上、２節重度心身障がい者医療費補助金２２４万９０００円から４節乳幼児等医療

費補助金３４８万３０００円までは対象経費の２分の１を計上、５節児童福祉費補助金１

１５５万１０００円、子育て支援交付金は対象事業費の３分の１を計上、多子世帯の保育

料軽減支援事業補助は科目設定、地域障がい児等支援体制強化事業費補助は巡回支援専門

員派遣事業費の４分の１を計上、２５ページの地域づくり総合交付金は発達支援センター

事業に対するものです。

３目衛生費道補助金２３２万６０００円は７万２０００円の増で、１節保健衛生費補助

金、健康増進事業補助は対象事業費の３分の２、妊産婦安心出産支援事業補助は主に健康

診査などに対するもの、不妊治療等助成事業補助は事業費の２分の１、海岸漂着物等地域

対策推進事業補助は見込み計上、予防接種健康被害救済措置事業補助は事業費の４分の３

を計上するものです。

４目農林水産業費道補助金９０１０万７０００円は５６７０万４０００円の増で、１節

農業費補助金５２３万７０００円、農業委員会補助及び農地利用最適化交付金は令和７年

度実績見込額で計上、中山間地域等直接支払推進事業補助は事務費見合い分、農業次世代

人材投資事業補助は１名分で歳出同額、農業経営基盤強化資金利子補給事業補助は道の利

子補給分、多面的機能支払推進事業補助は事務費見合い分、２節林業費補助金８００８万

５０００円、森林環境保全整備事業補助は町有林整備事業費の６８％で計上、森林保護事

業補助は対象経費の２分の１の計上、合板・製材生産性強化対策事業補助は、林業専用道
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開設事業に対し、歳出同額、地域づくり総合交付金は林道奔幌戸線、若山線の補修工事に

対するもの、豊かな森づくり推進事業補助は７ヘクタールの造林で道が１６％を補助、エ

ゾシカ緊急対策事業補助はエゾシカ３２００頭の駆除に対するもの、ヒグマ対策事業補助

は緊急銃猟用消耗品及び保険料に対するもの、３節水産業費補助金４７８万５０００円、

地域づくり総合交付金は散布漁協が行うリーファーコンテナ購入に対するもの、環境・生

態系保全市町村推進指導費補助は事務費見合い分です。

５目商工費道補助金２６万円は前年度同額で、１節商工費補助金は、地方消費者行政活

性化交付金で啓発用品購入などに充当するものです。

６目土木費道補助金３０万円は前年度同額で、１節住宅費補助金は、既存住宅耐震改修

費補助で２件分の計上です。

７目消防費道補助金９４５万９０００円は７０９万８０００円の減で、１節災害対策費

補助金、地域づくり総合交付金は災害備蓄品購入の２分の１を計上、津波避難施設等整備

特別対策事業費補助は、仲の浜・新川西地区津波避難タワー外構工事のほか、町の一般財

源分に対し、道が３分の２を支援するもの、津波避難施設等整備特別対策起債償還費補助

は施設整備関連事業の令和８年度元利償還額の４分の１を見込み計上するものです。

２６ページの８目教育費道補助金１２９２万２０００円は１９８万９０００円の減で、

１節小学校費補助金１２８７万円は給食費負担軽減交付金で児童数２２５人分で計上、２

節高等学校費補助金５万２０００円は就学支援事業事務費補助で生徒５８人分で計上する

ものです。

３項委託金１目総務費委託金１６４２万３０００円は２６４万１０００円の増で、１節

総務管理費委託金９万３０００円、自衛隊募集事務委託金から土地利用規制等対策事業交

付金までは見込み計上、２節徴税費委託金８８０万５０００円は、道民税徴収委託金で３

０００円の２９３５件分で計上、３節統計調査委託金４６万３０００円、人口動態調査委

託金から経済センサス調査区管理委託金までは見込み計上、４節選挙費委託金７０６万２

０００円は、道知事道議会議員選挙費委託金です。

２目衛生費委託金３万４０００円は４０００円の増で、１節保健衛生費委託金は公害防

止事務委託金及び浄化槽事務委託金で見込み計上によるものです。３目農林水産業費委託

金１４６８万８０００円は７万９０００円の減で、１節農業費委託金６８万７０００円、

家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金から地すべり区域維持管理事業点検整備委託金まで

見込み計上、２節林業費委託金２７万３０００円は有害鳥獣事務委託金で１７００円の１

６１件分で計上、３節水産業費委託金１３７２万８０００円、漁港利用料市町村交付金は

利用料見込みの１８％を計上、海岸保全施設事務委託金は防潮堤附帯施設３９か所分、防

災ステーション施設管理委託料は水門４か所分です。

４目商工費委託金２０００円は前年同額、１節商工費委託金は科目設定によるものです。

５目土木費委託金１６万３０００円は８０００円の増で、１節港湾費委託金１０万３０

００円は港湾統計調査委託金で見込み計上、２節住宅費委託金６万円、建築物調査事務委
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託金から２９ページの都市計画法委託金までは見込み計上によるものです。

１７款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入２０３５万８０００円は８６万５０

００円の減で、１節土地建物貸付収入、宅地ほか貸付料現年度分は調定見込みの９８％、

宅地ほか貸付料滞納繰越分は調定見込みの１０％で計上、町有干場貸付料は２６件分、林

野貸付料は１１件分、牧野貸付料は５件分、教員住宅料は４０戸分、職員住宅料は３５戸

分、町有住宅料ほか現年度分は４６件分、町有住宅料ほか滞納繰越分は科目設定、お試し

住宅貸付料は１５０日分で見込み計上です。

２目利子及び配当金８５１万４０００円は７５２万２０００円の増で、１節利子及び配

当金、財政調整基金利子から３１ページの有限会社浜中町就農者研修牧場配当金までは各

基金の利子と配当金を計上するものです。

２項財産売払収入１目財産売払収入４１５万３０００円は１３９万７０００円の減で、

１節その他の不動産売払収入４１４万３０００円、土石売払収入は岩石売払い１万立米分、

立木売払収入は町有林１０ヘクタールの山売りなど、２節土地建物売払収入１万円は町有

地売払収入で科目設定です。２目物品売払い収入２万円は１万円の増で、不用品売払収入

は公用車の更新などを想定するものです。

１８款１項寄附金１目一般寄附金１４億１０１万円は９０万円の増で、一般寄附金は科

目設定、ふるさと納税及び企業版ふるさと納税は見込み計上です。

２目民生費寄附金１１万円は前年度同額で、１節社会福祉費寄附金１０万円は見込み計

上、２節児童福祉費寄附金１万円は科目設定、３目農林水産業費寄附金３００万円は前年

度同額で、１節水産業費寄附金は水産振興基金積立て分です。４目教育費寄附金１万円は

前年度同額で科目設定によるものです。

１９款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金２億３０００万円は５０００万円

の減で財源調整、２目人づくり基金繰入金２００万円は前年度同額で人づくり事業に充当、

３目福祉振興基金繰入金１３万６０００円は前年度同額、介護職員初任者研修補助に充当、

４目育英事業基金繰入金１９８万円は６万６０００円の減で奨学資金貸付金に充当するも

のです。

３２ページの５目水産振興基金繰入金１３２０万円は５００万円の減で、浜中漁協のナ

マコ種苗購入に充当、６目特定防衛施設周辺整備調整交付金基金繰入金８０００万円は前

年度同額で一般廃棄物処理事業に充当、７目ふるさと納税基金繰入金６億９４００万円は

７０００万円の増で充当事業は議案資料の９のとおり、８目森林環境譲与税基金繰入金１

５０万円は皆増で私有林整備事業補助に充当するものです。

２項特別会計繰入金１目国民健康保険特別会計繰入金１２１万７０００円は５万４００

０円の増で国保加入者のインフルエンザと肺炎球菌予防接種に充当するものです。

２０款１項１目１万円は前年度同額、１節前年度繰越金は科目設定です。

２１款諸収入１項延滞金、加算金及び過料１目延滞金１０００円から３目過料１０００

円までは前年度同額で科目設定するものです。
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２項１目町預金利子１３０万円は１１５万円の増で利率上昇による見込み計上です。

３項貸付金元利収入１目中小企業融資資金貸付金元利収入４０００万４０００円は前年

度同額で中小企業特別融資資金預託金元金及び中小企業特別融資資金預託金利子です。

２目産業振興資金貸付金収入６１３万５０００円は１１４万３０００円の減で、家畜購

入資金貸付金は９件分、漁業機器等購入資金貸付金は２件分です。

４項受託事業収入１目農林水産業費受託事業収入４２８０万８０００円は８５６万１０

００円の減で、１節農業費受託事業収入、公社営草地整備事業受託事業収入で受益者負担

として事業費の２５％と事務費の合計を計上するものです。

２目土木費受託事業収入１７０万円は前年度同額で、農村私道除雪受託事業収入は見込

み計上です。

５項介護保険事業収入、３４ページの１目介護保険事業収入１９２万３０００円は３９

万８０００円の減で、１節介護報酬収入は介護予防支援事業所とケアマネジメントセンタ

ー分です。

６項雑入１目滞納処分費１万円から３目違約金及び延納利息１０００円までは科目設定

です。

４目雑入３０１６万５０００円は４２６０万円の減、雇用保険被保険者負担金は会計年

度任用職員分、職員保険事務取扱手数料から子ども医療高額療養費戻入までは見込み計上、

職員等給食費は教職員や保育所スタッフに係るもの、農業者年金業務委託手数料から電話

使用料（私用分）までは見込み計上、資源物売払収入はアルミ缶やペットボトルなどの売

払い、保育所広域入所市町村委託料から保育所児童給食副食費までは見込み計上、デジタ

ル基盤改革支援補助は戸籍の附票システム標準化に対するもの、３７ページの健康診査等

負担金は後期高齢者健康診査に係るもの、地域公共交通確保維持改善事業費補助は町営バ

スの運行経費に対するものです。

２２款１項町債１目総務債１億５２４０万円は５６２０万円の増で、１節総務管理債、

過疎地域持続的発展特別事業債（過疎債）はソフト事業を計上、ふれあい交流公園整備事

業債（過疎債）は公園整備関連事業費から国庫補助分を差し引いて充当率１００％で計上

するものです。

２目衛生債１億１３５０万円は１億９８０万円の増で、１節保健衛生債、じん芥焼却場

整備事業債（過疎債）は根室市の廃棄物処理施設建設事業の令和８年度負担金について充

当率１００％で計上するものです。

３目農林水産業債１億８７９０万円は１２０万円の減で、１節農業債９３００万円、浜

中姉別地区道営農道整備事業債（辺地債）は町の負担額について充当率１００％で計上、

公社営草地整備事業債（過疎債）は、町の負担額のうち、辺地とならないエリア分で充当

率１００％で計上、公社営草地整備事業債（辺地債）は、町の負担額のうち、辺地エリア

分で充当率１００％、２節林業債１１００万円は、公有林整備事業債、国の予算等貸付金

債で充当率１００％、３節水産業債８３９０万円、管内種苗センター改修事業債（過疎債）
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は産業振興奨励補助で行う種苗センター施設改修費補助について充当率１００％で計上、

漁港整備事業債（過疎債）は漁港工事地元負担金について充当率１００％で計上するもの

です。

４目土木債６２３０万円は１億９８５０万円の減で、１節道路橋りょう債５４４０万円、

道路改良事業債（公適債）は霧多布２条通ほか２件の改良工事に充当率９０％で計上、道

路改良事業債（辺地債）は茶内１号幹線道路改修工事費から国庫補助分を差し引いて充当

率１００％で計上、橋りょう長寿命化整備事業債（辺地債）は狭霧橋補修工事から国庫補

助分を差し引いて充当率１００％で計上、２節住宅債７９０万円は公営住宅整備事業債（公

住債）で散布団地解体工事から国庫補助分を差し引いて充当率１００％で計上するもので

す。

５目消防債９４１０万円は１億７５４０万円の減で、１節消防債、避難施設整備事業債

（公共事業等債）は仲の浜・新川西津波避難タワーの外構分に新川西建築主体の継続費か

ら国庫補助分を差し引き、年度間調整を加え、充当率９０％で計上、全国瞬時警報システ

ム更新事業債（緊防債）はＪアラート受信機更新に充当率１００％で計上、消防車整備事

業債（過疎債）は浜中消防署の広報指令車更新について対象経費に充当率１００％で計上

するものです。

歳入合計９３億４０７７万５０００円は４億６５８５万９０００円の減となります。

以上、議案第２４号の補足説明といたします。

○議長（落合俊雄君） これから議案第２４号の質疑を行います。

質疑の都合上、歳出３８ページの第１款より順次行います。

第１款議会費の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

延 会 宣 告

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） お諮りします。

本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。

なお、７日及び８日は休会とし、再開は９日です。

本日はこれで延会します。

（延会 午後 ３時００分）


